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＊厚生労働省
・平成27年４月開始「健やか親子２１（第２次）」のポスター・パンフレットの公表
平成27年４月から開始する「健やか親子２１（第２次）」の周知用ポスター及びパンフレット

【資料１】「健やか親子２１（第２次）」周知用ポスター
【資料２】「健やか親子２１（第２次）」周知用パンフレット

・薬物乱用防止に関する情報（12月26日）

＊内閣府男女共同参画局

・「男女間における暴力に関する調査」へのご協力のお願い（12月11日）

＊朝日新聞

・（社説）衆院選　若者と選挙権　「１８歳」確実に実現を（12月5日）
・夕食は「おにぎりパーティー」　子どもの貧困６人に１人（12月9日）
・福井）越前市「子ども条例」　市職員笹田さんに思い聞く（12月8日）
・世界の子にとって今年は「破滅的」　紛争激化で犠牲　ユニセフ発表（12月9日）

・「保健室の先生」男性じわり増加　女性教諭と役割分担(12月11日)

・（ニュースＱ３）リツイートして摘発　児童ポルノ以外でも？（12月9日）

・サティヤルティさんのノーベル平和賞受賞演説＜要旨＞（12月11日）
・体罰根絶へ、教訓生かせ　大阪市立桜宮高校暴力事件から２年（12月12日）

・子どもの連れ去り増加　１～１１月に１００件　警察庁まとめ（12月12日）
・一緒にスポーツしたいけど…宗教・国籍の壁に悩む子ども（12月13日）
・ヘイトスピーチ、言葉の凶器　在日コリアンに聞き取り調査（12月14日）
・神奈川）あいりちゃん事件　横浜市検証委が報告書（12月19日）
・（教育２０１４　格差を考える）反響編　学ばせたい、親は願う（12月20日）
・桜宮高暴力事件から２年、詳細を本に　両親が協力（12月23日）

・教育２０１４　青森）（「いじめ」報告書：下）被害者の視点、不十分　八戸北高生死亡　識者ら指摘（12月26日）

・虐待の判断に基準、電話の相談番号３桁化など　国の会議、対策まとめる（12月27日）
・虐待指摘、少女に同情の声　母・祖母殺害（12月25日）
・親子を一括支援、拠点整備前倒し　政府方針（12月26日）
・いじめかどうか、子に迷わせないで　大河内君事件２０年（12月27日）
・茨城）地検、児相への情報提供を職員に指示　虐待事件（12月31日）
＊毎日新聞

・日本は本当に安全な国か:犯罪は少ないのに治安の悪化を体感する理由（12月1日）

　◇「水と安全はタダ」な日本

・赤ちゃんポスト:子供預ける前に相談を　慈恵病院相談役、名古屋で講演　／愛知

（12月2日）
・浦添市:子のスマホ使用、制限呼び掛け　県内初（12月3日）

・呉の少女殺害:「地域で虐待防止必要」　少年に懲役１０年、判決受け裁判員　／広島（12月3日）
・わたしの争点:２０１４衆院選／２　進学の機会奪う貧困　親を含めた幅広い支援を

(12月4日)
・憂楽帳:子どもたちの未来（12月6日）
・わたしの争点:２０１４衆院選／４　いじめ、罰よりケアを　亡き娘の優しさ、大人にこそ（12月7日）
・大津市:いじめ防止条例、改正案に意見を　２４日まで募集　／滋賀（12月9日）
・ヘイトスピーチ:在特会街宣は人種差別　最高裁が上告棄却、賠償確定　保護者「やっと終わった」（12月11日）
・だいあろ〜ぐ:東京彩人記　日本ユニセフ協会広報室長・中井裕真さん　／東京（12月25日）◇子供の権利、大人に責任−−中井裕真さん（４９）
・川口祖父母殺害:少年に懲役１５年「母親が不適切な養育」（12月25日）

・川口祖父母殺害:裁判長「君を思う人、待つ人がいる」（12月25日）

・西東京の中２虐待自殺:長男に精神的虐待も　自殺教唆の継父、弟の命引き合い　検察指摘
（12月26日）

・埼玉・祖父母強殺:無期求刑の少年に懲役１５年　識者の話（12月26日）
・県教委:スマホルール策定へ　いじめ対策協で素案提示　小中高校生向け　／福井(12月27日)
・おんなの時代:子供がいる２０〜３０代の半数「生きづらい」（12月31日）01月02日 03時36分 
＊産経新聞

・【ドアの向こうへ　男児放置死事件から半年】（11月30日）
（上）「情報共有」模索続く
・【ドアの向こうへ　男児放置死事件から半年】（12月1日）
（下）　関係者に聞く
・「心理的」含む暴力で過半数が「自殺考えた」　性的少数者５０人に調査

・「お前、どっちなんだよ」暴力にさらされ、自殺まで考える「性的少数者」の自己否定感と孤立感（12月15日）　
・ＪＫビジネス、１８歳でも補導　来年１月から・警視庁(12月18日)

・障害持つ児童への体罰　把握しきれず　支援学級の内訳調査なし（12月24日）

・神戸女児殺害事件　「安心して子供を外に出せない」地域に刻まれた「悲劇」の爪痕（12月27日） 
・おたくのお子さんは大丈夫？　高校生９割超がスマホ所持　トラブル起きても「相談しない」小学生７割　大阪府の実態調査で判明（12月28日）
・試験養育中も育休取得へ　三重県が特別養子縁組で全国初（12月31日）
＊読売新聞

・佐世保高１殺害　児相対応に「パワハラ影響」(12月1日)
・危険だよ「ＪＫビジネス」　少女らの補導開始（12月2日）
・体罰教師の処分を厳格化…判断基準に生徒側の非（12月9日）
・小１「３５人学級」維持へ…財務省４０人案撤回（12月13日）
・ネット利用「子供が加害者にも」(12月17日)（長野県）
・小学生女子２グループ、競うようにいじめ…大阪（12月26日）
＊日本経済新聞

・いじめや体罰、無料の電話相談　弁護士が対応（12月11日）
・にぎやか、少数精鋭…１クラス何人がいい？（12月11日）
・子供の貧困に政策追いつかず　衆院選、親ら支援充実求める（12月12日）
・家事の手伝い、まずは父親から　子どもに影響（12月12日）
・中高生、勉強にもスマホ活用　民間調査（12月13日）
・心のケア　ともに歩む（12月19日）
・特別支援学級で体罰　茨城の小学校、教諭が児童に口止め（12月24日）
フォームの終わり

・母・祖母殺害の疑い、高２女子を家裁送致 （12月26日）
フォームの終わり

・赤ちゃんの脳　発達にはスピーカー音より語りかけ （12月28日）

・ＳＮＳは若者の安全弁、親はスマホでなく子供見よ （12月29日）

＊厚生労働省
・平成27年４月開始「健やか親子２１（第２次）」のポスター・パンフレットの公表
平成27年４月から開始する「健やか親子２１（第２次）」の周知用ポスター及びパンフレット

【資料１】「健やか親子２１（第２次）」周知用ポスター
URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000067538.pdf
【資料２】「健やか親子２１（第２次）」周知用パンフレット

URL http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000067539.pdf 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000067887.html
・薬物乱用防止に関する情報（12月26日）
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index.html
＊内閣府男女共同参画局
・「男女間における暴力に関する調査」へのご協力のお願い（12月11日）

http://www.gender.go.jp/e-vaw/chousa/danjokan/h2412kyouryoku.html
＊朝日新聞

・（社説）衆院選　若者と選挙権　「１８歳」確実に実現を（12月5日）
　１８歳以上の若者に選挙権を与える――。実現すれば７０年ぶりとなる選挙権年齢の引き下げが見えてきた。

　自民、公明、民主、維新など７党の議員が先月、そのための公職選挙法改正案を衆院に共同提出した。

　衆院解散で廃案にはなったが、７党は来年の通常国会に再提出し、成立をめざす。法案づくりに携わった議員は、２０１６年の参院選からの実施をめざしている。

　自民党内などには、若者への選挙権拡大に慎重な意見が残る。だが、少子高齢化で数が減り、ただでさえ投票率が低い若い世代の意思を政治により反映させるためにも、１８歳からの選挙権には大きな意義がある。

　通常国会で確実に実現させるよう各党は努力すべきだ。

　今回の選挙権年齢引き下げの議論は、憲法改正のための国民投票を１８歳以上に認めることにする６月の国民投票法の改正を受けた動きだ。

　国民投票の投票権年齢を１８歳以上とするのは、憲法改正という重大事の判断にあたっては、将来を背負う若い世代にも参加してもらうべきだ、という考えによる。

　ならば、負担の分かち合いが避けられないこれからの国政や地方自治を考えれば、議員や首長の選挙へも１８、１９歳の参加を拒む理由はない。

　そもそも、選挙権を２０歳からに限っているのは世界的には少数派だ。国立国会図書館のまとめでは、データがある１９１カ国・地域のうち「１８歳以上」は１７６。その中には、「１６歳以上」の国もある。

　若者の政治参加を促すＮＰＯ法人「Ｒｉｇｈｔｓ」によると、国政または一部の州や自治体選挙で１６歳から投票を認めているオーストリアやドイツでは、１０代の投票率は２０代前半より高いという。親と一緒に行くことができ、高校でも「投票に行こう」という機運がつくられやすいのが理由のようだ。

　高校生が選挙権を持つとなれば、政治に対する知識や判断力を家庭や学校教育を通じてどう養っていくかも問われることになる。難しい課題ではあるが、そうした議論を進めること自体が、社会全体で民主主義のあり方を再確認するきっかけにもなりうる。

　１６年夏の参院選からの実施となれば、いまの高校１年生も誕生日が過ぎていれば投票することができる。そう考えれば、いま行われている衆院選に対しても、より大きな関心がわいてくるのではないだろうか。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11490571.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11490571
・夕食は「おにぎりパーティー」　子どもの貧困６人に１人（12月9日）
　給料日前の月末になると、夕食の食卓に連日、おにぎりだけが数個並ぶことがある。

　都内の母親（５０）は、小６の長女（１２）に「さあ、おにぎりパーティーの始まりよ」と声をかける。

　「だって『おにぎりしかない』って言うと暗くなっちゃうでしょ」。具は何がいいか、リクエストも聞く。「おかかとみそ、塩の３種類しかないけどね」

　母子家庭になったのは、長女が生まれてすぐだった。母親は専業主婦だったが、介護の仕事を始め、資格もとった。

　週４日、病院で介護士としてパートで働く。もっと働きたいが、周りになじめず低学年から不登校になった長女を放ってはおけない。パートの収入は月１２万～１３万円。生活保護も一部受ける。生活費にあてられるのは月７万２千円。うち食費は２万円ほどだ。

　長女は昨年からようやく、フリースクールに通えるようになった。給食は出ないので、昼ご飯を食べずに過ごすことが多い。帰り道の夕方、１００円で９個入りの小さなシュークリームを買うのが楽しみだ。

　夕食は、午後７時すぎに帰宅する母親と食べる。モヤシだけの焼きそば、肉のかわりに１２個で８７円のウズラの卵が入ったカレー。「育ちざかりなのに。虐待じゃないかと思うこともある」と母親は打ち明ける。

　７月は電気、８月はガス、９月は水道などと数カ月に１回順ぐりに払う。それでも払えないこともあり、昨年のクリスマスには水道が止められた。炊飯器の釜やペットボトルを手に公園へ行き、水をくんだ。

　長女はいう。「わたしはがまんしてない。お母さんの方ががまんしてる」

　国民１人の平均所得の半分に満たない家庭の子どもは、６人に１人。子どもの貧困が広がっている。

■留守番の夜、夕飯は児童館で

　タラとキノコの酒蒸し、ニンジンとホウレン草のサラダ。「いただきまーす」。夕方６時、小学生３人と、学生らボランティアの大人たち７人の夕食が始まった。東京都豊島区のお寺の施設を利用し、地元のＮＰＯ法人が毎週火曜日に開く「夜の児童館」だ。

　子どもたちは午後４時から８時まで、夕食を食べ、宿題をしたり遊んだりして過ごす。「なんの魚か分かる？」「骨があるから気をつけて」。会話も楽しむ。

　通うのは、ひとり親や共働きの家庭の子たちだ。児童館を開くＮＰＯ法人「豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク」事務局長の天野敬子さんによると、こうした家庭では学童保育のあと、子どもが家で１人で過ごすことが少なくない。夕食は菓子パンなど簡単なもので済ませがちだ。

　「栄養面だけではない。家族とごはんを食べたり、おしゃべりしたりという経験が抜け落ちていく。働かなければいけない親が帰ってこられないのなら、地域で支える場所が必要だ」と天野さんは話す。

　このＮＰＯは３年前、不登校や引きこもりの子の支援をしてきた天野さんらが立ち上げた。夜、家で１人ですごす子の話を聞き、夕食の場を提供しようと、１１月から児童館を始めた。

　小学２年の長男（８）が通うシングルマザーの母親（３８）は「児童館のある火曜日だけは少し残業もできて、助かる」と話す。

　旅行会社でパートで働き、時給は９５０円。月の収入は１３万～１５万円ほどだ。午後５時半に会社を出て、学童保育のお迎えに駆け込む。パートでボーナスもなく、「ぎりぎりで生活は回っているけど、貯金ができないのが悩み」。

　経済的な貧しさは、子どもたちが受けられる教育の問題につながり、「貧困の連鎖」を生む。

　福岡県の公立高３年の男子生徒（１８）は中学３年のときに母を亡くし、姉と生活保護で暮らす。すべり止めの私立を受けられず、志望校のランクを下げていまの高校に入った。母を失ったショックや学校への不満から、１～２年のころはあまり学校に行けなかった。

　大学の夜間部に進みたいが、お金や学力など不安だらけだ。塾や予備校に通う余裕もない。「いま勉強して意味があるのかな、と考えてしまう」

　名古屋市に住む女性（２０）はこの春、愛知県立の夜間定時制高校から県内の専門学校に入学した。

　中学時代に両親が離婚した。母は恋人をつくって留守がちになり、祖父母宅に身を寄せた。大学進学を考え、喫茶店やライブ会場などのアルバイトを掛け持ちして働き、高校卒業までに１００万円以上をためた。

　昼に働いた後で学校に行き、深夜再び働いたこともある。入試に失敗し、専門学校に通いながら来春の大学編入試験を目指す。

　担任だった高校の教師（６０）は「定時制にはひとり親で生活保護を受けている生徒が多い」という。幼い弟妹の面倒を見るため中学に通えなかったという生徒もいた。「祖父母の代から生活保護という子もいる。貧しい層の固定化が顕著になっている」と話す。

■子どもの貧困率、悪化続く

　子どもの貧困率はデータを取り始めた１９８５年以降、悪化が続いている。厚生労働省の調べでは、２０１２年には国民１人あたりの平均所得の半分（１２年は１２２万円）にも満たない家庭で暮らす子どもたちの割合が、過去最悪の１６・３％になった。

　政府が子どもの貧困率を公表したのは、民主党政権になった直後の０９年秋。安倍政権下で昨年、貧困の連鎖に歯止めをかける対策を国の責務とする「子どもの貧困対策法」が成立した。今年８月には、学校を支援の拠点に位置づけるなどの重点施策を示した「子供の貧困対策大綱」ができた。

　法律や大綱ができたのは評価できる。ただ、大綱には子どもの貧困率をどれだけ削減するかの数値目標すら盛り込まれなかった。児童扶養手当の増額や返済のいらない奨学金の創設など有識者の検討会が求めた策も見送られた。

　そもそも実態調査は遅れている。いまは家庭の所得を元に貧困率を出しているが、都道府県別や年齢別などのくわしい調査は進んでいない。これでは、子どもの状況に応じたきめ細かな対策は難しい。

　あしなが育英会など１７団体が今回の衆院選を前に、政党にたずねたアンケートでは「子どもの貧困について多面的な実態調査をする」との項目に全党が「取り組む」と答えた。

　子どもの貧困は、日本が直面する「格差」の問題でもある。詳しい実態調査に加え、低賃金の非正社員が増える雇用の問題、教育への支援など対策は多岐にわたる。政治のリーダーシップが問われている。（岡林佐和、山本奈朱香）

http://digital.asahi.com/articles/ASGD87FFTGD8ULFA03K.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGD87FFTGD8ULFA03K
・福井）越前市「子ども条例」　市職員笹田さんに思い聞く（12月8日）
　「全ての子どもは生まれた時から、それぞれが１人の人間としてかけがえのない存在です」。越前市には子どもが「ありのままの自分」を受け入れ、官民協働で「自立」を実現するための「子ども条例」がある。制定に携わった市職員の笹田和子さん（４８）に思いを聞いた。

　――条例策定の背景は。

　経済、雇用情勢の悪化による「子どもの貧困」や、養育者の孤立などの問題がある中、子どもの権利に関する条例が必要ではないかという声が上がりました。

　――策定に２０１０、１１年度の２年間かけています。

　理念条例は、つくる過程でみんなに認識してもらうことが大事です。１０年度はワークショップを３６回開催し、小中学生、養育者、障がい児の保護者、教員ら市民６２９人の意見を集めて骨子案をつくりました。

　子どもの意見で多かったのが「決めつけないで」「怒らないで」という声です。うれしいことは「認められること」。子どもにも自分の思いがあり、自分で決めたいと思っている。条例の目的は「自己肯定感、自立」となりました。

　――条例の目的に「全ての子どもの自立を実現」という文言があります。自立という言葉には、「自己責任」というイメージもあり、子どもには重たい気もしますが。

　策定委員会でもそういう議論が出ました。ただ親からは、自立とは「社会に出ること」と意見があり、「ありのままの自分を認めて受け入れ、すべきことを自分で決定し、社会の一員であることを自覚していくこと」と定義しました。

　――「ありのまま」でいるには何が必要ですか。

　信頼できる大人との関係を築き、自分を受け入れられる自己肯定感が生まれることが大切です。大人にとって子育てしやすく、子育てが楽しいと思ってもらえる社会になる必要もある。条例では「子どもに関する相談体制の充実」を記しました。既存の相談室に障がい児に関する相談などを加えて一元化した「子ども・子育て総合相談室」が１３年にできました。

　――１１年度にもワークショップを４８回し、１０３５人に声を聞いて、条例は１２年４月に施行されました。

　条例は支援者のバイブルと思っています。迷った時に「その子に合わせた自己選択、自己決定なのだ」と思い出させてくれます。条例が盾となり、子どもと家庭に必要な支援が入っていければいいと思います。

　支援者側の主語を「私たちの取り組み」としているのは、縦割りではなく、それぞれができることで協働し、一緒にやっていこうということです。市民８万３千人が相談員になって欲しいです。（聞き手・湊彬子）

　　　　　◇

　ささだ・かずこ　１９６６年、武生市（現越前市）出身。大学時代は児童文学や児童心理を学んだ。武生市職員として９６年に母子保健事業を担当し、「やりたかったこと」を改めて認識し、現在に至る。マザーテレサの言葉を大切にしている。

http://digital.asahi.com/articles/ASGD1555FGD1PGJB00X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGD1555FGD1PGJB00X
・世界の子にとって今年は「破滅的」　紛争激化で犠牲　ユニセフ発表（12月9日）
　国連児童基金（ユニセフ）は８日、各地の紛争が激化した結果、２０１４年は世界の子どもたちにとって「破滅的な年」になったと発表した。武装集団に強引に動員されたり、殺されたりして、恐怖と不安、絶望の年になったという。

　ユニセフの推計によると、世界で２億３千万人の子どもが紛争下の国や地域で暮らす。中でも中央アフリカやイラク、南スーダン、パレスチナ、シリア、ウクライナで計１５００万人が紛争の影響を直接受けている。今年だけで数百人が在校時や通学途中に誘拐されたほか、数万人が武装勢力に動員された。

　中央アフリカでは最大１万人が武装勢力に動員されたとみられる。南スーダンでも１万２千人が動員され６００人以上が犠牲になった。イスラエル軍が攻撃したパレスチナ自治区ガザでは、５万４千人が家を失い、５３８人が死亡。内戦中のシリアでは学校が少なくとも３５回攻撃され、１０５人が犠牲になったという。

　ユニセフは紛争の多発で多くの犠牲が忘れ去られていると指摘。アンソニー・レーク事務局長は「こんなにも多くの子どもが言葉に表せない残虐性にさらされたことは最近の記憶にない」とコメントした。（ニューヨーク＝金成隆一）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11498476.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11498476
・「保健室の先生」男性じわり増加　女性教諭と役割分担(12月11日)

　学校の「保健室の先生」は女の先生ばかり？　いえいえ、最近は少しずつですが、男性も増えています。文部科学省によると、昨年度は全国の学校や幼稚園で４６人が働いています。

　「先生、ばんそうこうをください」。１１月中旬、岐阜県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%90%84%E5%8B%99%E5%8E%9F.html" \o "各務原のトピックスを開く" 各務原（かかみがはら）市立蘇原（そはら）第一小学校（小林宏行校長）。休み時間、子どもたちが次々と保健室に顔を出す。おでこをぶつけたという女子に先生は、「少し冷やそうか」と氷を詰めたポリ袋を渡した。

　先生はこの学校の勤務が４年目の津馬史壮（つまふみあき）さん（２７）。元々子どもに関わる仕事がしたくて、カウンセリングにも興味があった。「保健室の先生なら両方を満たせる」と志した。

　保健室の先生は、正式には「養護教諭」と呼ぶ。国立大の教育学部を卒業して、２０１１年度に岐阜県教委に採用され、県内でただ１人の男性養護教諭になった。県教委の担当者は「優秀な人を採用しただけで、性別は関係ない」と説明する。

　法律では、児童が８５１人以上の小学校には養護教諭を複数配置するとされている。児童数９８３人の同校も、津馬さんとベテランの女性（４７）の２人がいる。

　健康診断時など、女子が服を脱がなければならないような場合や、女子の手足以外のけがは主に女性教諭がみる。この女性教諭は「デリケートなことに配慮すれば、男性の養護教諭に特に問題を感じることはない」。男性教諭の存在は、児童が異性との接し方を学ぶきっかけにもなり、津馬さんは「性を尊重する気持ちを育むことができれば」と考えている。

　津馬さんは今年５月、４年生の宿泊研修を前に、男子を対象にした「男子のエチケット講座」を初めて開いた。思春期の体の変化や精通のことなどを伝えたいと考えたからだという。女性教諭は「男女ともに、性の話は同性の先生から聞きたいという子は多いと思う」と取り組みを歓迎している。

■生徒８割「男女どちらでも」

　文科省などによると、養護教諭の起源は明治時代の「学校看護婦」とされる。法律の上で性別は不問だが、歴史的経緯もあって女性が多い状態が続いた。学校基本調査によると、２０１３年度の小中学校、高校、幼稚園などの養護教諭、養護助教諭は約４万１千人。このうち男性は４６人しかいないが、０３年度の２０人に対し、０６年度は３９人、０９年度は４４人と、緩やかながら増加傾向にある。

　全国養護教諭連絡協議会の堀田美枝子事務局長は、最近の微増の背景について「看護大学でも養護教諭の免許を取れる。男性看護師の増加が関係しているのでは」と指摘する。「若い世代の価値観の多様化とともに、男性にも養護教諭ができると証明されたからでは」とみるのは、洛南高校・同高付属中学校（京都市）の養護教諭、篠田大輔さん（３８）。１０年に全国の男性養護教諭らでつくる「友の会」を設立した。

　ただ、男性養護教諭に否定的な声もある。福岡県内の５０代の女性養護教諭は「業務上、女子の体に触れる必要があることもある。養護教諭が１人しか配置されない学校では、男性は厳しいのでは」。一方、男性養護教諭が１人で勤務するある学校の校長は「デリケートな場面では女性の一般教諭に依頼すればいい。問題は何もない」と話す。

　北海道教育大の津村直子教授（養護教育学）らが０４年、男性養護教諭がいる高校の生徒約６０人に「養護教諭は男女どちらがいいか」を尋ねたところ、「どちらでもよい」が８割だった。養護教諭の養成課程がある鈴鹿短期大学（三重県）の川又俊則教授（社会学）は、「理想は男女の先生がともに保健室にいること。その方が思春期の子どもも性の悩みを相談しやすくなる」と指摘する。（山下知子）

http://digital.asahi.com/articles/ASGD54FDDGD5TIPE00X.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGD54FDDGD5TIPE00X
・（ニュースＱ３）リツイートして摘発　児童ポルノ以外でも？（12月9日）

　ツイッター上に投稿された女児のわいせつな画像をリツイート（転載）した男を、神奈川県警が書類送検した事件。投稿者だけでなく、他人の投稿を転載した者も刑事処罰の対象に含めようとする姿勢に、ユーザーらには衝撃が走った。

　■男を書類送検、「妥当な判断」

　児童ポルノ問題に詳しい奥村徹弁護士は「児童のわいせつ画像が次々にリツイートされると、全世界に拡散してネット上に残る。こうした状況に警鐘を鳴らす狙いがあったのだろう。妥当な判断だ」と話す。

　１１月２１日の送検の容疑は児童買春・児童ポルノ禁止法で違法と定める「公然陳列」。故意に不特定多数の人が見られる状態にしたときに成り立ち、５年以下の懲役、５００万円以下の罰金という刑の重い罪だ。

　最初に投稿した男は別の女性風の名前の「裏アカウント」でリツイート。「多くの人の反応を見たかった」と供述しているという。それをさらに別の男らがリツイートしていた。県警によると、画像を最初に投稿した者の立件例は過去にあったが、転載した者にまで広げて書類送検したのは全国で初めてだった。

　警察庁から委託を受け、ネット上を監視するインターネット・ホットラインセンターによると、昨年寄せられた児童ポルノの公然陳列に関する違法情報は３０５６件。今年は昨年の件数を上回るペースだという。

　■甘かった規制、強化する流れ

　日本はこれまで児童ポルノへの規制が甘いとされ、「児童ポルノ大国」として批判されてきた。今年の法改正で、個人の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノ画像を持つ「単純所持」も禁じて罰則を設けるなど、規制強化の流れが続く。

　ツイッターには世界で１日平均約５億件の投稿がある。管理するツイッター社は、児童ポルノは見つけ次第削除し、米国の児童ポルノ取り締まり機関に通報する。そこから各国の取り締まり機関にも連絡がいく。また、ユーザーからも報告してもらっている。「対策が完璧とは言えないが、違反の報告方法をより簡単にするなど工夫している。警察とも相談し、より良い解決法を探っている」と担当者はコメントする。

　ツイッター上などでは今回の送検について「やりすぎではないか」「他の罪に乱用されないのか」などと心配する声が見られた。だが、捜査幹部は「今後も同様の行為をみつければ捜査していく」と話す。

　■名誉毀損にも問われる恐れ

　ネット上での犯罪に詳しい清水陽平弁護士は「今回は当然の立件。今後、リツイートでの立件が他に広がる可能性はある」。例えば、明らかに名誉毀損（きそん）と思われるツイートを拡散させる目的で転載した場合、被害者の告訴があれば刑法の名誉毀損に問われる可能性があるという。

　さらに、他人のツイートを保存する「お気に入り登録」の機能も、今回と同様の容疑が及ぶ可能性があるという。フォロワーに「○○さんが××をお気に入り登録しました」と表示されることがあり、リツイートと似た機能ともいえる。

　「ソーシャルメディアなどネット上のサービスは気軽に使える一方、実は違法になることも多い。児童ポルノはもちろん、変だと思ったものは拡散させない意識が重要だ」と清水弁護士は話す。

　（興津洋樹）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11497007.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11497007
・サティヤルティさんのノーベル平和賞受賞演説＜要旨＞（12月11日）
　カイラシュ・サティヤルティさんの受賞演説の要旨（抜粋）は次の通り。

　私の人生の唯一の目的は、全ての子どもたちが自由に成長し、食べ、眠り、笑い、泣き、遊び、学校に行けるようにすること。そして何より、夢を持てるようにすることです。

　この数十年で学校に行けない子どもは半減し、死亡率や栄養失調も減り、数百万の子どもたちが亡くなるのを防ぐことができました。児童労働者の数も３分の１減りました。

　私たちは、急速なグローバル化の時代に生き、高速なインターネットを通してつながっています。

　しかし、つながっていないものもあります。思いやりの欠如です。一人ひとりの思いやりを世界的な思いやりにつなげましょう。世界に広げましょう。受け身の思いやりではなく、正義、平等、自由につながる変革の思いやりで。

　マハトマ・ガンジーは、「本当の平和を教えるのであれば、子どもたちから始めなければならないだろう」と言いました。私は、子どもたちへの思いやりを通して世界を団結させよう、と付け加えたい。

　親の借金のために働かされてきたインドの８歳の少女を救ったとき、彼女は「なぜもっと早く来てくれなかったの」と言いました。怒気を帯びた質問は、私を揺さぶり、世界を揺さぶる力がありました。彼女の問いは、全ての人に投げかけられたものです。

　私は、子どもへのいかなる暴力も根絶するため、すべての政府や企業などに要求します。奴隷制や人身売買、児童婚、児童労働、性的虐待、非識字は、いかなる文明社会でも許されません。

　私自身が初めて学校に行った日、校門の前で靴を磨く同い年の少年に出会いました。「なぜ彼は外で働き、一緒に学校に来ないの？」と教師に尋ねても、何も答えませんでした。少年の父親も「考えたことがない。働くために生まれたんです」と答えました。

　私は子どもながら、この少年が教室で一緒に勉強するという展望を持っていました。今こそ、すべての子どもが生存や教育などの権利を持つときです。

　知識を民主化し、正義を普遍化し、ともに思いやりを世界中に広げよう！

　搾取から教育へ、貧困から繁栄へ、奴隷から自由へ、暴力から平和への運動を求めます。

　ともに進みましょう！

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11500701.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11500701
・体罰根絶へ、教訓生かせ　大阪市立桜宮高校暴力事件から２年（12月12日）

　大阪市都島区の市立桜宮高校で２０１２年１２月、バスケットボール部主将だった男子生徒（当時１７）が首をつって自殺した。生徒に暴力を振るっていたとして、市は部の顧問（当時）を懲戒免職とした。バスケ部はインターハイ出場を重ねる強豪でもあり、指導の中の「暴力」が波紋を呼んだ。事件から２年を迎える現場を訪ねた。

　■勝利主義やめ、長期勤務を見直し

　「みなさん、力を合わせて盛り上げましょう！」。桜宮高の体育館で１１月９日にあった大運動会。生徒と保護者に加え、学校の呼びかけで大勢の地域住民も参加した。玉入れや綱引きなどが催され、一日中熱気に包まれた。１年の男子生徒は「いろいろな世代の人と一緒になって盛り上がった。桜宮のことをもっと知ってほしい」と話した。

　大運動会は、橋下徹・大阪市長が事件後に市教育委員会顧問（桜宮高改革担当）への就任を求めた元女子バレー全日本監督・柳本晶一氏らの提唱で始まった。外部の目に活動を触れさせ、改革を進める試みの一環だ。この日は２度目。

　柳本氏は「『風通し』を良くしようと、選手のことを第一に考える『プレーヤーズ・ファースト』を徹底してきた。明るい雰囲気になってきた」と強調する。

　市教委は事件後、桜宮高だけでなく、すべての部活動から暴力をなくす取り組みを進めた。指導指針を改め、勝利至上主義を排して生徒第一主義をとると明記。暴力を把握するための外部通報窓口を新設した。暴力を振るった元顧問は２０年近く桜宮高に在籍したため、同一校に１０年以上いる「長期勤務者」を大幅に転任させるなどした。

　桜宮高３年の男子生徒の父親は「事件後も体罰を一定程度容認する声が保護者の間にはあった。だがいまはない。子どもの自主性と協調性が強まったと思う」と話す。

　　　　　◇

　事件を受けて、文部科学省は２０１３年１月、体罰実態の綿密な調査を各教委などに求めた。国公私立の小中高校に通う児童・生徒、保護者らを対象にアンケートなどが行われ、１２年度に体罰や暴力を受けた児童・生徒が約１万４千人にのぼることが判明した。

　体罰をした教員は６７２１人で、前年度調査（４０４人）の約１７倍だった。従来の調査が不十分だった可能性もあり、文科省は実態把握の強化と再発防止に取り組むよう求めている。

　■「事件の風化、感じるのが苦しい」　遺族が心境語る

　男子生徒（当時１７）の父親（４５）と母親（４６）が１１月、朝日新聞の単独取材に応じた。

　「『もう２年もたった』と多くの人に言われますが、『まだ２年しかたっていない』のが実感です。事件の『風化』が始まりつつあると感じるのが苦しい」。父親は切り出した。

　事件後、大阪府内から関東に転居。息子の納骨はしておらず、仏壇に安置している。「教育現場で暴力がなくなる道筋が見えるまで、息子と離れる気になれないから」という。

　昨年１２月、大阪市を提訴した。息子は元顧問が繰り返した暴力や精神的に追い詰める言動によって自殺したと主張している。だが、市側と元顧問は「自殺の最大の原因は、男子生徒が能力的に主将としての責任を果たせず、不安に耐えられなかったこと」などと反論。背景に暴力があったことは認めつつ、自殺を予想できなかったとしている。

　父親は「事件直後、私たちの前で橋下市長は声を詰まらせて謝罪し、再発防止を固く誓ってくれた。それなのに、どうして裁判になると正反対に近い主張が市側から出るのでしょうか」と憤る。母親も「家族は二重三重に傷つけられている」と話す。

　両親は、今月出版された「桜宮高校バスケット部体罰事件の真実」（朝日新聞出版）の編集に協力した。母親が父親に電話で異変を告げる場面が本の中にある。《「○○（息子の名）が首吊（つ）った。早く帰ってきて！」「ホンマか？ホンマか？」「ホンマやって！」》。母親は「思い出すと呼吸が苦しくなる。けれど、家族の衝撃と絶望を知ってもらい、多くの人にもう一度事件の意味を考えてほしい。そう願い、記憶を呼び起こしました」と振り返る。

　昨春、校長が卒業証書を届けにきたが、それ以降、市関係者の接触は途絶え、学校改革の具体的な進み具合なども知らされていない。父親は「市側にとっては『もう終わった事件』になっているのでは。社会全体で事件の教訓が共有されるまで終わったとは言えません」。両親はいま、刑法を改正し、暴力と自殺の因果関係が明らかな場合は「傷害致死罪」を適用できるよう国に求めている。

　「息子との楽しかった日々を大切にし、つらくても前を向いていたい」。自宅の壁には、息子の写真や修学旅行先から受け取ったはがきなどが飾られている。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11502655.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11502655　

・子どもの連れ去り増加　１～１１月に１００件　警察庁まとめ（12月12日）
　１３歳未満の子どもの連れ去り（略取・誘拐）が１～１１月に１００件あったことが１１日、警察庁のまとめでわかった。６３件だった２００８年を境に増加傾向で、年間で３桁の大台に乗るのは９年ぶり。半数が小学生の下校時間に起きていた。

　まとめによると、発生時間がわかったのは７５件で、３９件が午後２～６時だった。午前８時～正午、午後６～１０時も８件ずつあった。発生場所別では「道路」の３８件が最多で、「マンションやアパートなどの共同住宅」が２０件、「一戸建て住宅」が９件、「公園」が７件と続いた。デパートやゲームセンターなど「その他」も１８件あった。

　わいせつ目的とみられるのは１００件中３０件。誘いの手口は、親が病気になったとうそをつく▽モデルになれると誘う▽道をたずねる――といったものが多く、警察官を名乗ったケースもあった。

　一方、この間に警察が容疑者を摘発したのは８４件。被害者との関係は「面識なし」が５３件で６割を超えた。「親族」は２１件、「知人・友人」が５件だった。単独犯が７９件と全体の９割以上だったという。

　被害を防ぐにはどうしたらいいのか。

　犯罪から身を守る方法を研究し、小中高校などで体験型の授業を開くＮＰＯ法人「体験型安全教育支援機構」（東京都

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%96%87%E4%BA%AC%E5%8C%BA.html" \o "文京区のトピックスを開く" 文京区）の清永奈穂代表理事（４３）は「子どもたちに警戒すべき相手の特徴を教えて、声をかけられたことを想定した訓練を家庭や学校で繰り返す必要がある」と話す。

　（八木拓郎）

　■刑法犯１２年連続減へ

　警察庁は１～１１月の刑法犯の認知件数を発表した。昨年同期より７・２％少ない１１２万４７４件で、１２年連続で年間件数が減り、１９７９年以来３５年ぶりに１３０万件を切る見通しになった。窃盗が８％減の８２万９３２０件で、減少分の８割を占めた。認知した事件で容疑者を摘発した割合を示す検挙率は３０・８％で０・２ポイント上がった。

　窃盗で特に減ったのは自動車盗で２６・９％減の１万４６０２件。お年寄りが被害に遭うひったくりは２２・１％減の５６８９件、住宅への侵入盗は１６・５％減の４万４１９２件だった。警察庁幹部は「防犯ボランティア活動の定着や防犯カメラの普及が背景にあるのではないか」と話している。

　一方、詐欺は３万８００８件で９・３％増えた。詐欺で特に増えたのはネットオークションを悪用した手口で、６５・８％増の２９８７件だった。凶悪犯罪では殺人が９８３件で１３・５％、放火が１００２件で２・８％それぞれ増えた。

　■不審者のかわし方

　《こんな特徴の不審者に要注意》

　路上や車上で待ち構えている▽じっと見つめてくる▽理由もないのに近づいてくる▽後をつけてくる▽しつこく話しかけてくる

　＜不審者に気づいたら＞

　近づかず、防犯ブザーを鳴らせるようにして、相手と目を合わせずにその場を離れる

　＜すれ違わなければならないときは＞

　最低でも相手が両腕を広げたくらいの距離をとって早足で歩く

　＜体を触られたり同行を求められたりしたら＞

　ランドセルやかばんを相手に投げつけながら最低２０メートル走る。防犯ブザーも鳴らして、近くの店や民家に助けを求める

　＜腕や手をつかまれたら＞

　大声を出しながら手足をばたつかせる。機会をうかがって相手に思い切りかみつく。尻を地面に落として足で相手のすねを蹴り、素早く立ち上がって逃げる

　＜後ろから抱きつかれたら＞

　両ひじを肩の高さまで横にあげて相手の腕をはね上げ、その場にしゃがんで一気に前に飛び出す

　（ＮＰＯ法人体験型安全教育支援機構による）

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11502802.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11502802
・一緒にスポーツしたいけど…宗教・国籍の壁に悩む子ども（12月13日）
　水泳教室に通う生徒たちがプールサイドに集まり始めた。７歳のナーイラ・クッロトゥ・アイニさんも水着姿で入ってきた。腕や足は紫の長袖、長ズボンで覆われている。その上からみんなと同じ紺色の水着を着ける。水泳を習い始めて３カ月。「周りの目は、あまり気にならなくなった」という。

子どもとスポーツ
　インドネシア国籍の両親を持つナーイラさんは、信仰するイスラムの教えを守る。宗教上の理由から、女性は顔と手以外の部分を隠さねばならず、小学校には髪などを覆う「ヒジャブ」をつけて通っている。

　好奇の目で見られることもある。「『何それ』『なんでつけてるの』って。ただ教えを守っているだけなのに。いい気はしない」。母のソリハ・ヌール・ヒダヤティさん（３１）は「日本はイスラム教への理解が乏しい。娘を受け入れてくれる水泳教室があるか不安だった」と打ち明ける。

　実際に、宗教上の理由で規定外の水着を許可するスポーツクラブは多くない。数軒を回ったが、すべて断られた。自宅近くのクラブと何度も交渉を重ね、規定の水着を重ね着することなどを条件に入会が認められた。

　文化や宗教の壁に悩む子どもたちがいる一方で、人種や国籍の違いに苦しみながらも、スポーツに救われた子どももいる。

　東京都内の公立中学校に通うママレーさん（１４）にとって、入学後に入ったソフトテニス部は初めて心を落ち着けられる場所になった。「今まで、みんなに交じって何かをするということがなかったから……。一緒に過ごせる時間がうれしかった」

　ママレーさんは、ミャンマーから日本にやってきた両親との間に生まれた難民２世だ。東京で育ち、日本語を学び、不自由なく意思を周囲に伝えることができた。それでも、カタカナの名前を同級生から「外来種」とののしられ、差別やいじめを受けてきた。

　「外国人だと分かると、またいじめられる」。小学５年の転校の際には、名前を「恵（めぐみ）」と変えた。家族からは反対されたが、彼女にとっては自身のアイデンティティーを守るより、いじめを受けずに学校生活を乗り切る方が大事だった。

　つらい過去があったからこそ、部活動に誘ってくれた仲間の優しさが心に染みた。「スポーツをする楽しさを教えてくれた」。日本名は「浅はかな行動だった」と反省し、元に戻した。高校では日本のスポーツに触れたいと、剣道部か弓道部に入ろうと考えている。

　法務省によると、トルコやミャンマーなどから日本に定住を認められた難民は、昨年までに約１万４千人に上った。認定ＮＰＯ法人、難民支援協会の広報担当者は「出自の問題など、それぞれの置かれた状況によって色々な悩みを持っている」と明かす。

　日本と外国の子どもが分け隔てなく、安心してスポーツを楽しめる環境は作れないのか。

　滋賀県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%B2%E8%B3%80%E5%B8%82.html" \o "甲賀市のトピックスを開く" 甲賀市の綾野小学校（児童数３９８人）には、ブラジルやフィリピン出身などの児童２６人が通っている。コミュニケーションの難しさを逆手にとって教育に生かし、言葉や文化の相互理解を促す取り組みを続けている。

　各国の紹介ビデオを流したり、それぞれの国のお菓子を食べたりする行事を毎年秋に開催。また、掲示物や放送の一部をスペイン語やポルトガル語で行っている。校内には、通訳をして意思疎通を助ける母語支援員もいる。

　母語支援員の田中アレサンドラさん（４１）は、距離を縮めるにはお互いを知ることが重要だと訴える。

　「スポーツは両者の垣根を取り払う有効な手段の一つ。サッカーやドッジボールをする子は、すぐにみんなの輪に溶け込める。外国の子には、一緒に体を動かすことを勧めています」（榊原一生）

http://digital.asahi.com/articles/ASGDB02VSGD9UTQP028.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDB02VSGD9UTQP028
・ヘイトスピーチ、言葉の凶器　在日コリアンに聞き取り調査（12月14日）
　各地で繰り返されるヘイトスピーチ（差別的憎悪表現）で、中傷の対象にされている在日コリアンはどう感じているのだろう。東京のＮＰＯ法人が関西在住の１６人から聞き取り調査したところ、在日の人々が心の傷を受けている実態が浮かび上がった。「日本社会が変わってしまった」と戸惑う人も少なくない。

　調査したのは弁護士や研究者ら７００人超でつくるＮＰＯ「ヒューマンライツ・ナウ」。メンバー７人が４～７月、個別に面談して体験を聞き、１１月にまとめた。

　１０代の女性は、ネットでヘイトスピーチの動画を見ても「別世界のこと」と感じていた。街頭で初めて目にした時、衝撃を受けた。話し合おうと参加者に声をかけると、「あなたはこの国に必要ない。帰ってください」と言われた。

　■存在否定された

　５０代の男性は、大阪・鶴橋で昨年２月にあった街頭宣伝を動画サイトで見た。中学生くらいの少女が拡声機で「鶴橋大虐殺を実行しますよ」「いい加減帰れー」と叫んでいた。「吐き気がした」。この街宣を現場で見た別の５０代男性は「存在が否定されたと思い、体が震えて心臓がドキドキした」「（朝鮮人虐殺が起きた）関東大震災が頭をよぎった」と振り返った。

　社会の空気の変化を感じ取る人もいる。３０代女性は、飲食店で隣のテーブルから「ヘイト的言動」が聞こえてきて、ビクッとすることがある、と語った。「目撃しているのに（市議会）議員は何も言わず、笑っていた」（別の３０代女性）など、社会が黙認していると不信感を抱く人もいた。

　■子への影響心配

　子どもへの影響を心配する声も目立った。５０代女性は、帰宅した中学生の息子が「早く大人になって帰化する」と話した体験を明かした。コンビニ店に買い物に出かけた際、デモを目にして衝撃を受けた様子だったという。

　調査に協力したＮＰＯ「コリアＮＧＯセンター」（大阪市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%9F%E9%87%8E%E5%8C%BA.html" \o "生野区のトピックスを開く" 生野区）にも「小学生の子どもから『朝鮮人ってあかんことなん』と聞かれた」という母親からの相談などが寄せられている。在日３世の金光敏（キムグァンミン）事務局長（４３）は「世情が変わったと感じている人は多い。特に子どもを持つ親は『社会は助けてくれず、自分たちで守るしかない』と悲壮な覚悟を迫られている」と話す。

　街宣によるヘイトスピーチは関西にとどまらない。

　横浜市在住の在日３世の徐史晃（ソサファン）さん（３４）は５年前、東京・銀座で永住外国人の地方参政権を求めるデモ行進をしていた時、２００人ほどの集団からヘイトスピーチを浴びせられた。

　顔のすぐそばで「朝鮮人は帰れ」「死ね、殺せ」と繰り返された。「ここまで言われるものか。もうやめてくれ」と思ったが、目をそむけて反論できなかった。「日本社会でどうやって生きていけばいいか、深い絶望感にとらわれた」

　（中野晃）

　■法規制への姿勢、各党濃淡

　平和・人権問題に取り組む約２０の市民団体などでつくる「外国人人権法連絡会」（東京）は衆院選の公示前、ヘイトスピーチに関して主要政党にアンケートした。

　「国が具体的な対策を策定する必要性」についての質問に自民、民主、維新、公明、共産、社民の各党が「必要」と回答。「人種差別撤廃基本法等の制定」の賛否を問う質問では自民が「検討中」、維新が「党としての立場は未定」、公明が「現段階では賛成、反対のいずれでもない」とし、民主、共産、社民は「賛成」だった。

　次世代は二つの質問について「結論が出ていません」と回答。生活と改革は１１月２８日までに回答がなかった。

　　　　　◇

　衆院選の候補者に市民団体が在日韓国・朝鮮人らに対するヘイトスピーチへの対応を尋ねたアンケート結果が１１日、ネット上で公開された（ｈｔｔｐ：／／ｔａ４ａｄ．ｎｅｔ／２０１４ｓｈｕｇｉｉｎ／）。１２日時点で約３２０人が回答しており、この問題に関する各党の政策も読める。アンケートしたのは「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」（のりこえねっと）と「差別反対東京アクション」。

　◆キーワード
　＜ヘイトスピーチ＞　人権問題に詳しい丹羽雅雄弁護士（大阪弁護士会）によると１９８０年代、米国で非白人や同性愛者らへの差別事件が多発したことを背景にできた概念。人種や民族などの属性を理由に、社会的少数派への差別や憎悪をあおる表現を指す。国連の人種差別撤廃委員会は８月、日本政府に対し、毅然（きぜん）とした対処や法規制を求める「最終見解」を出した。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11506435.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11506435
・神奈川）あいりちゃん事件　横浜市検証委が報告書（12月19日）
　横浜市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%A3%AF%E5%AD%90%E5%8C%BA.html" \o "磯子区のトピックスを開く" 磯子区の雑木林で昨年４月、山口あいりちゃん（当時６）の遺体が見つかった事件で、市は１８日、事件の検証委員会の報告書を公表した。再発防止に向け、虐待の疑いがある家庭に初めて訪問する時の調査の改善や、自治体間の情報共有を推進することなどが提言された。

　報告書では、家庭への初期対応を課題に挙げた。初回の訪問で担当職員は、母親が意図的に隠していたあいりちゃんの情報を具体的に聞き出せなかった。警察からの通告対象だった妹と同様にあいりちゃんにも虐待の疑いがあるとしてとらえ、事前の情報で未就学だと分かっていれば、職員の訪問内容は変わっていた可能性を指摘している。

　背景として自治体間の情報の引き継ぎに不備があった。千葉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%BE%E6%88%B8%E5%B8%82.html" \o "松戸市のトピックスを開く" 松戸市はあいりちゃんが未就学と把握していたが、秦野市には引き継がなかった。そのため横浜市中央児童相談所（児相）が家庭訪問前に秦野市に問い合わせたが、未就学の情報は得られなかった。「転居を繰り返すたびに、情報が次の自治体へ引き継がれなかったため、養育上のリスクや懸念が積み重ならなかった」とした。

　また、日常的にあいりちゃんに対して虐待が行われていたにもかかわらず、児相や区は児童委員らに積極的に協力を仰ぐという意識を持たず「地域の力を生かし切れていなかった」ことも課題とされた。

　検証委は、初回訪問時の調査を標準化して、訪問時やその前に確認する項目を整理するべきだと提言。養育者からの主観的な情報に頼らず、客観的な情報収集の徹底を求めた。子どもが転出した際には、転出先の自治体に積極的に情報提供することが重要だとした。

　提言には、警察との連携を強化するため警察官ＯＢを児相の職員として招くことも盛り込まれた。市は来年度の採用を目指す。

　この事件を契機に、市は学校に行かせてもらえない子は児童虐待のリスクがあると位置づけ、関係機関で構成する「要保護児童対策地域協議会」（要対協）の調査対象にした。未入学や長期欠席をしている子どもについて学籍簿を作る区戸籍課が、区こども家庭支援課に情報提供する仕組みも作った。（及川綾子）

■あいりちゃんをめぐる経緯

【２０１２年】

　４月９日　松戸市の小学校の入学式を欠席。小学校が家庭訪問

　　　１２日　松戸市から秦野市に住民票を移す。松戸市は転出を確認して、調査を終了。松戸市は秦野市に情報提供を行わず

　６月上旬　あいりちゃんが実母、同居の男と横浜市内で暮らし始める

　７月３日　警察が１１０番通報を近所の住民から受け、自宅を訪問。あいりちゃんの妹への虐待のおそれを確認

　　　１３日　児相と区役所が家庭訪問。あいりちゃんは不在。住民票の異動と転校手続きをするように促す

　　　２３日　暴行を受けて死亡したあいりちゃんの遺体が横浜市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%A3%AF%E5%AD%90%E5%8C%BA.html" \o "磯子区のトピックスを開く" 磯子区の雑木林に遺棄される

　　　２４日　横浜市が松戸、秦野両市に確認して、あいりちゃんが未就学児と把握。以後、あいりちゃんと妹を虐待を受けている子として、児相があいりちゃんの安全確認を試みる

【２０１３年】

　４月２１日　あいりちゃんの遺体が雑木林で発見される

　　　　　◇

　〈あいりちゃん事件〉　横浜市

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E7%A3%AF%E5%AD%90%E5%8C%BA.html" \o "磯子区のトピックスを開く" 磯子区の雑木林で昨年４月、山口あいりちゃん（当時６）の遺体が発見された。あいりちゃんは２０１２年７月に実母と元同棲相手の男＝ともに実刑判決が確定＝から虐待を受け、２人によって遺棄された。あいりちゃんは転居を繰り返し、小学校に行っていなかった。自治体間で十分な情報共有がされていなかったことが問題視された。

http://digital.asahi.com/articles/ASGDL4360GDLULOB00H.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDL4360GDLULOB00H
・（教育２０１４　格差を考える）反響編　学ばせたい、親は願う（12月20日）
　教育をめぐる格差の現場を訪ねた、１１月２５日付からの連載「教育２０１４　格差を考える」には、多くのメールや手紙などが寄せられました。教育への公的負担への賛否や子どもの習い事についての悩みなど、読者のみなさんからいただいた主な声を紹介します。

　■学費負担、眠れぬ夜も／奨学金、厳正に

　第１回（１１月２５日付）では、奨学金の大半を占める貸与型の奨学金がいわば「借金」となって、進学に伴って積もっていくケースを取り上げた。非正規雇用や母子家庭など、経済的に厳しいと、子どもが進学できたとしても、借金を負う子供に貧困が連鎖する可能性もある。

　公的支出によって大学進学にかかる負担を少なくし、家庭の経済状況にかかわらず進学機会を広げるべきか――。記事で取り上げたこの意見に「国費の無駄を洗い出し、日本の将来を考えて優れた人間の育成に」と、税金の投入に賛成する封書も届いた。「生活が苦しいから公立、ではない。分け隔てなく教育費に」としている。

　三重県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%9B%9B%E6%97%A5%E5%B8%82%E5%B8%82.html" \o "四日市市のトピックスを開く" 四日市市の母親（５０）は、非正規雇用で母子家庭。国立大に通う長男（２２）は、寮のない大学はあきらめ、授業料の半額免除と無利子の貸与型奨学金で通っている。「高校の先生や大学の制度に助けられた」と感謝の言葉を寄せた。一方で、「入学前は、本当に行かせてやれるのか、不安で眠れなかった。お金の不安はまだまだ続くので、就職してもしばらく結婚もできないだろうな、と考える」。学費の負担は大きく、「少子化対策として、高額な授業料に問題を感じずにいられない。借金を抱えた若者だらけだということを、もっと知って欲しい」と訴えた。

　千葉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E6%9D%BE%E6%88%B8%E5%B8%82.html" \o "松戸市のトピックスを開く" 松戸市の関森寿一さん（６５）は、奨学金について「今の制度以上に少数精鋭にして、学業優秀な生徒に返済不要で」。同時に、「義務教育で学業を修了した方も、誇りを持って自活できる環境にないと、立派な社会は成り立たない」という意見を寄せた。

　埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E4%B8%8A%E5%B0%BE%E5%B8%82.html" \o "上尾市のトピックスを開く" 上尾市の秋葉勝己さん（４８）は「税金で学生を遊ばせてはならない。安易な税金投入には反対」。横浜市緑区の事務職員渡辺吉隆さん（５６）は、「借金しても大学を卒業すれば生活が安泰、という時代ではない。奨学金制度は、進学目的の厳正な審査をして、優秀な人材を育てるためのものにすべきだ」とした。

　京都市の無職大久保富之さん（７７）は、自身の経験から、授業料の安い国立大に夜間部を創設することを提案する。国際協力機構（ＪＩＣＡ）の専門家として派遣された中米のホンジュラスでは「学費が途絶えたら２、３年休学して学費を稼ぎ、また復学する」人が多かったという。「日本も大学の出入りを容易にし、会社の採用を柔軟にすれば、大学に入るのが目的でなく、自分に合った職場を見つける機会になる」

　第２回（２６日付）では、東北大大学院の苫米地なつ帆さんらの研究で、きょうだいがいる場合の性別による学歴差や、親の学歴や年収などが低く家庭環境が厳しいほど、兄弟間の学歴差が大きくなることを紹介した。次男（２２）が私大、長女（２０）は専門学校に通っているという、奈良県のパートの母親（５０）は「貸与型の奨学金は自分たちで返済させるが、足りない分の教育ローンの返済が大変」とメールを寄せた。高校１年の三男（１６）は「大学に行かせられるか不安」という。生活保護世帯の中学生の学習指導を始めたという横浜市港南区の主婦滝本純子さん（５６）は「少子化対策で目先の保育園が増えても、大学まで出すのにいくらかかるか考えただけで子どもを産み育てる気持ちがなえる」と指摘した。

　■娘に習い事、焦って苦しくなる

　第３回では、子どもの将来への不安や焦りから、親たちが習い事や塾にお金をかけ、格差が広がりかねない現状を伝えた。

　埼玉県

 HYPERLINK "http://www.asahi.com/topics/word/%E5%AF%8C%E5%A3%AB%E8%A6%8B%E5%B8%82.html" \o "富士見市のトピックスを開く" 富士見市の主婦小栗知実さん（４０）は、３歳の娘に英語とピアノを習わせている。「同じ習い事をしている友だちが増えた一方で、習っていない友だちとは疎遠になった」と感じる。「不安なのは親。子どもには別の思いがあると常に心に留めておかないと、何が目的で何をしたいのか分からなくなってしまう」

　５歳の娘が四つの習い事に通う都内の母親（３７）は、「特に熱心な人からあれこれ聞いてしまうと、焦りを感じ、息苦しくなることさえある」という。幼少期は外遊びで体を動かし、一緒に情緒を育む活動をするのがいいと分かっているが、「自分でやるのはしんどいので、お金を払って他人にやっていただいている」。親が共同して開く習い事サークルなどを紹介してほしい、と望む。

　ＩＣＴ（情報通信技術）で格差を埋める教育を紹介した第４回には、神戸市の大学非常勤講師アトモア由美さん（３４）から、「障害児や学習意欲の高い人にとっては有効な手段だが、五感を使って体得する機会を減らさないでほしい」という意見が届いた。

　最終回では、幼児期の遊びを学びの土台ととらえ、就学前から家庭を支援するニュージーランドの例などを紹介。幼児教育の関係者からの反響が目立った。

　横浜市の認可保育園に勤める保育士の川野波さん（４５）は、「現場の保育士は、遊びが生きる力を育むことを身をもって理解しているが、今の競争社会では『売り』にならない」と嘆く。保育を「サービス」と見ている保護者への対応や長時間の残業などで疲弊し、「使命感だけで支えられている」として、保育士が一定レベル以上の質を保てるような制度を求める。

　大阪府の幼稚園教諭（５０）も、「幼稚園では、保護者に分かりやすい音楽発表会や作品展などが重視され、大学などで学んだ幼児教育の理念が生かされない」と意見を寄せた。「格差が広がっていると感じるが、保護者を変えることは難しい。子どもたちがあきらめてしまう前に、困難に立ち向かえる自信を私たちの手で育てていきたい」

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11516271.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11516271
・桜宮高暴力事件から２年、詳細を本に　両親が協力（12月23日）

　大阪市立桜宮高校のバスケットボール部主将だった男子生徒（当時１７）が、部の顧問（当時）から暴力的な指導を受けたことを苦に自ら命を絶ってから、２３日で２年を迎える。生徒の両親が編集に協力し、事件の詳細をつづった本が今月出版された。両親は「多くの人に家族の本当の思いを知ってもらい、体罰や暴力について考えてもらえたら」と話している。

■元顧問に誠実さ感じず

　「桜宮高校バスケット部体罰事件の真実」（朝日新聞出版）。自らもバスケの強豪校でプレーしていたフリーライターの島沢優子さん（５２）が、生徒の両親を中心に、事件関係者から聞き取った話や資料をまとめた。本には、両親が痛切な記憶の中から呼び起こした言葉が並ぶ。

　「助かってくれ。助かってくれ」（２４ページ）

　２０１２年１２月２３日、息子の異変を妻から電話で知らされた父親は病院に向かう途中、何度もつぶやいた。奇跡が起きてほしい。そう祈りながら車のハンドルを握ったが、最愛の息子は助からなかった。

　「キャプテンしばけば解決すると思っているのですか」（５０ページ）

　死の４日前（１２月１９日）に、生徒が元顧問に宛てて書いた手紙には、理不尽な暴力に対する悲鳴のような言葉がつづられていた。だが、部員仲間に止められ、生徒は手紙を元顧問に渡せなかった。

　「そんなに叩（たた）いて、ない……」（６０ページ）

　生徒の通夜。参列した元顧問は、母親から「３０発も、４０発も……。殴りすぎでしょう？」と詰め寄られ、かすれたような声で答えた。朝日新聞の取材に両親は「この日の言動も含め、元顧問の態度には最後まで誠実さを感じられなかった」と話している。

■訴訟で争う市に不信感

　「弁解の余地はない。完全に行政のミス、不手際だ」（１０８ページ）

　事件から２０日余りたって、橋下徹市長が遺族のもとを弔問に訪れた。元顧問の暴力を指摘する公益通報が生かされていなかったことなどが明らかになっていた。涙ぐんで行政の不手際を認めた橋下市長の言葉に両親は誠実さを感じ取った。だが、その後、遺族が起こした損害賠償請求訴訟では市側は暴力と自殺の因果関係を否定。両親は不信感を強めている。

　「死ぬとは思っていませんでした」「申し訳ありませんでした」（１７８ページ）

　傷害と暴行の罪に問われた元顧問。裁判の場では、被害者参加制度を使って質問に立った母親に対し、そう謝罪した。だが、遺族には空虚に響いたという。

■週刊誌の記事で風評にも苦しむ

　一方で遺族は風評にも苦しんだ。事件直後の一部週刊誌の記事で、生徒が「大学進学に有利」との動機で主将をしていたかのように書かれた。実際にはそうした考えは親子ともになく、主将を無理に続けさせようとしたこともなかった。

　取材に対し、両親は「『あのとき、本当は何が起きていたのか』『遺族がどんな思いで過ごしてきたか』を多くの人に知ってほしい。この本が、教育現場から暴力をなくす取り組みの一助になれば」と話す。

　本は、この２年を振り返る父親の言葉で締めくくられる。

「亡くなった次男に恥ずかしくないよう、一生懸命に生きてきたつもりです」

　　　　　◇

　２２日、大阪市教育委員会の定例会議が開かれた。冒頭、教育委員らが亡くなった生徒に黙禱（もくとう）を捧げた。（阪本輝昭）

■指導者同士、本音で話し合え

　著者の島沢優子さんの話　かつて選手だった私自身も体罰にさらされ続けた。執筆に際して多くの教育・スポーツ関係者に聞き取りをしたが、一部には「手を上げる指導」への郷愁にも似た感情がいまだに残る。今回、元顧問側にも取材を申し込んだが、残念ながら実現しなかった。体罰や暴力に頼らない指導を本当に確立するためには何をすべきか、指導者同士が今こそ本音で話し合うべきだ。

http://digital.asahi.com/articles/ASGDP02QJGDNPTIL00S.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDP02QJGDNPTIL00S
・教育２０１４　青森）（「いじめ」報告書：下）被害者の視点、不十分　八戸北高生死亡　識者ら指摘（12月26日）

　県立八戸北高２年の女子生徒（当時１７）が遺体で発見された問題は、いじめ防止対策推進法に基づく「重大事態」と位置づけられ、県内で初めて、県教委付属の第三者機関「県いじめ防止対策審議会」が調査を進めた。識者はどうみるか。

■迅速対応は評価

　２０１１年に大津市立中学２年の男子生徒がいじめ自殺した問題で、第三者調査委員会長を務めた横山巌弁護士は「対応が迅速だった」と評価する。自殺してから委員会が初会合を開くまで１０カ月、報告書を出すまで１年３カ月かかった大津市に対し、青森県の場合は亡くなってから１カ月以内に審議会が動き、５カ月で結論づけた。

　また、第三者機関の委員について、大津市では市側、遺族側が３人ずつ推薦したが、今回は７人いずれも県教委が人選した。横山弁護士は「一般論だが、中立性の担保のため、人選の手続きの透明性が大切。偏った人選だという印象を与えると、信頼関係が崩れ、マイナスに働いてしまう」と指摘する。

　「いじめの悪質性」を評価したことには疑問を持つ。審議会は７項目のいじめを認定しつつも、①加害の意図があったか②継続的・集中的あるいは執拗な行為だったか③一方的な被害か相互性があるか――と三つの独自の観点を設けた。その理由を審議会は「被害者の主観が基準だと、極めて広範な範囲でいじめが捉えられ、全く加害の意図がない行為であってもいじめになり得るから」とした。

　このことについて横山弁護士は「事実としていじめを認定しているのに、そのいじめを評価するのは非常に難しいのでは。一つ一つの事実が積み重なって、それがどれだけ彼女の中でウエートを占めているのか、本人にしか分からない」と指摘する。

■観点には疑問も

　「三つの枠組みで客観性を見せたのだろうが、（被害を受けた）本人がつらかったかどうかの１点だ」と、大津市のいじめ自殺問題を受けて設置された常設の第三者機関「大津の子どもをいじめから守る委員会」のメンバーで、大阪大谷大の桜井智恵子教授（教育学）も、審議会独自の観点に疑問を呈す。

　「いじめは自殺の直接的な原因ではない」と結論づけたことについても、桜井教授は「当事者の子どもの側に立つことが大前提」とした上で、「子どもが亡くなっている場合、いじめが直接の原因かどうかは分からない、もしくは可能性を排除することはできないという２択の結論になるはずでは」と語る。

■調査能力に限界

　いじめによる自殺で子どもを亡くした遺族らでつくるＮＰＯ法人「ジェントルハートプロジェクト」（川崎市）の理事を務める小森美登里さんも、「自殺の理由を、女子生徒の性格や病歴にまで求めるは、あまりにも想像力のない委員だ」と批判する。

　今回、女子生徒が利用していた無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」の通信記録が一部しか開示されないなど、調査が難航した。小森さんは「第三者機関の調査能力に疑問がある。どういう調査をするのかといった基本的なプログラムの確立が必要」と提言した。（五月女菜穂）

http://digital.asahi.com/articles/ASGDS2VG9GDSUBNB004.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDS2VG9GDSUBNB004
・虐待の判断に基準、電話の相談番号３桁化など　国の会議、対策まとめる（12月27日）
増え続ける児童虐待の防止策を検討してきた関係省庁の副大臣らの会議が２６日、対策をとりまとめた。児童相談所（児相）などが虐待の有無や緊急度を判断する評価基準の作成や、児相へ相談・通報しやすくするための共通ダイヤルの３桁化などを盛り込んだ。今年度補正予算や来年度予算を使って実施していくという。

　会議は、虐待死事件で行政が居住実態をつかめない１８歳未満の「所在不明の子」の問題が表面化したことなどから、８月に議論を始めた。対策では、虐待の緊急度を判断できるランク表や安全確保などの要点を示したマニュアルを国がつくり、自治体が使えるようにするとした。

　子育てに悩んだり、虐待を受けたと思われる子を見つけたりした時に相談できる全国共通の番号があるが、いまは１０桁だ。これを警察の「１１０」のように３桁化して、相談や通報を促す。夜間・休日対応を強化するため、非常勤職員配置への補助も来年度から拡充する方針だ。

　また児相職員が強制的に家庭に立ち入る「臨検・捜索」について、警察職員などが司法手続きなどの指導・助言を行うなど連携を強化していくとした。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11527004.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11527004
・虐待指摘、少女に同情の声　母・祖母殺害（12月25日）
■南幌の事件

　母・祖母殺害の非行内容　少女を家裁送致へ

　南幌町で１０月、自宅で母親（当時４７）と祖母（同７１）を殺害したとして高校２年の三女（１７）が逮捕された事件で、札幌地検は２５日、殺人の非行内容で札幌家裁に送致する。同地検は２４日まで三女を鑑定留置し、犯行の経緯や家庭環境などを調べた結果、刑事責任能力に問題がないと判断したとみられる。

■処遇嘆願、署名１．５万人分

　三女は１０月１日、９月３０日深夜から１０月１日未明ごろにかけ、２人を刃物で切りつけるなどして殺害した疑いで逮捕された。「厳しいしつけから逃れたかった」。逮捕直後、三女は動機をそう供述。ある捜査幹部は「しつけというレベルを通り越し、虐待だった」と話す。

■腕にたばこ痕

　「冬に祖母が庭に立たせ、ホースで水をかけていた」「食事は小麦粉に青汁の粉末を混ぜて焼き、マヨネーズをかけたもの。台所の隅で一人で食べさせられていた」

　事件後、一家の親族は三女の自宅での様子を関係者にそう打ち明けた。三女の腕には、火の付いたたばこを押しつけられたあともあったという。近所の住人は、祖母が「この役立たず」などときつく叱る声を頻繁に聞いた。

　三女が幼稚園児だった２００４年、「虐待を受けている」との通報が道岩見沢児童相談所にあった。三女の弁護人も虐待を受けていた可能性を認める。

　三女は事件の約１週間前、「がち消してやりてぇ」などとツイッターに書き込んでいた。家庭が三女を追い詰めたのではないか――。同情的な声は事件の直後からあがった。

　三女の小・中学校時代の同級生の保護者らは、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」で情報交換。祖母のふるまいや、三女が「学校が終わったら早く帰らないと」「家のお手伝いをしないと」などと話していたことなどが広まった。十数人の有志が「将来ある少女に適切な裁判を望む地域住民の会」をつくり、事件の約１０日後には町内外で署名集めをスタート。成人と同じ裁判員裁判でなく、家裁での非公開の少年審判を求めている。

■「同時に被害者」

　代表の女性（４１）は「加害者であると同時に被害者でもある。犯した罪は重いが、社会復帰のためには少年審判が望ましい」。署名は１２月初旬までに約１万５千人分にのぼった。

　１６歳以上２０歳未満の人が故意に人を死亡させた場合、家裁は原則として検察官送致（逆送）しなければならない。検察が起訴すれば、三女は裁判員裁判で裁かれることになる。ただ、家裁が「刑事処分以外の措置が相当」と認めた場合、逆送しないこともできる。

　少年事件の家裁の実務に詳しい品田一郎・札幌国際大教授（犯罪非行心理学）は「虐待を受けた結果の犯行とすれば、更生をめざす保護処分が検討されてよい。ただ、裁判員裁判になっても、懲役刑などの刑事処分か、保護処分かを市民参加のもとで議論することは意義がある」と話す。

http://digital.asahi.com/articles/CMTW1412250100003.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_CMTW1412250100003
・親子を一括支援、拠点整備前倒し　政府方針（12月26日）
　政府は、妊娠中から子育て期まで親子を一括してサポートする拠点について、前倒しで整備を進める方針を決めた。２０１５年度に設置を予定していた１５０市町村のうち５０カ所を１４年度中に立ち上げる考えだ。２７日に閣議決定する経済対策に盛り込む。

　この拠点は「子育て世代包括支援センター」。市町村や保健所の相談窓口に、保健師や助産師、ソーシャルワーカーなどをコーディネーターとして配置。産科医や保健所、児童相談所などと連携し、一つの窓口で様々な相談を受けられるようにする。コーディネーターは地域の妊産婦の状況を把握。支援が必要な家庭に妊娠・出産期、産後、子育て期に合わせて支援プランをつくり、産後ケア事業といった公的支援の紹介やアドバイスをする。

http://digital.asahi.com/articles/DA3S11525229.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_DA3S11525229
・いじめかどうか、子に迷わせないで　大河内君事件２０年（12月27日）
　助けてやれなかったという思いは、ずっと変わりません。でも、元気でいたらどんな姿になっているのかな、と想像するようになった。それが２０年という年月かな、と感じます。

　１１月の命日に、（いじめていた４人のうち）２人が来ました。「清輝君は喜んでないよ。なんで家に上げるんだ」と、たくさんの抗議の電話を受けてきましたが、お参りにこようという姿勢は大事にしたいし、清輝の前で手を合わせて何かを語りかけてくれている。その姿を清輝に見せられるのは私だけかな、と思っているんです。

　清輝が亡くなった直後、いじめられていた中学生が命を絶ちました。悲しく、本当に耐えられなかった。同じように苦しんでいる子どもへのメッセージを、自宅住所とともに公表したのは、やむにやまれぬ気持ちでした。

　手紙は５００通以上、訪ねて来てくれた子も２０人、もっとかな。癒やせない心の傷を引きずっている子が多いのかな、と思います。

　小学校でひどいいじめに遭った子は、２０歳を過ぎても小学校の制服を着た絵を描いてきた。中学でいじめられていた子は大学生になっても、中学３年間の空白が心に残っていた。「清輝君の分まで生きる」と帰っていったけど、少ししてから命を絶ってしまった。

　いじめられた子は、時間を取り戻せない葛藤の中で苦しんでいる。でも、いじめた側は数年後に会うと、親しそうに声をかけてくる。いじめの残酷さって、いじめた本人がやったことに気付いていないこと。

　清輝の時も、（いじめた側は）自分たちのやっていることを自覚しないまま、行為がエスカレートしていったのかな。そうさせてしまった責任というのを、私も含めて、周りがもっと考えなくちゃいけない。

　清輝は、手がかからない子でした。自分でなんとかしようと思っている中で、自分を責めて、どんどん追い込まれていったという気がしている。訪ねてきてくれた子にも共通しているけど、声をあげられない子が悲しい行動を取る。

　今もそれは変わらないのかな。「死ね」と言われても、気にする子と、気にしない子がいる。気にする子は、嫌な思いをしても「気にするのは自分だけかな」と、声に出せない。迷わなくていいところで、迷わされている。そういうのって、すごくつらいんじゃないかなと思います。

　「いじめはいけない」と言いながらも、どこからがいじめなのか分からない。子どもが机にいたずらされたので学校に相談したら、「いじめだと思いますか。いじめじゃないと思いますか」と聞かれたお父さんもいた。

　「いじめ」という言葉を使わなくても、「いけないことはいけない」という方が、子どもたちにも届くだろう、という気がします。（聞き手・山本奈朱香）

　　　　　◇

　〈大河内清輝君の自殺〉　１９９４年１１月２７日、祥晴さんの次男、中学２年の清輝君が自宅の庭で首をつって亡くなった。同級生４人から川でおぼれさせられるなどの暴力を受け、多額の現金を繰り返し脅し取られていたことが判明。母親にあてた借用書には１００万円以上の額が記されていた。遺書には「今日、もっていくお金がどうしてもみつからなかったし、これから生きていても……」「もっと生きたかったけど……。家にいるときがいちばんたのしかった」などと書かれていた。

　自動車関連会社に勤めていた祥晴さんは定年退職後、西尾市のいじめ相談員を２年間務めた。各地で講演活動をし、昨年、名古屋市の中学生が転落死した問題でも第三者検証委員会の委員を務めた。

http://digital.asahi.com/articles/ASGDT5VL6GDTOIPE03G.html?_requesturl=articles%2FASGDT5VL6GDTOIPE03G.html&iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGDT5VL6GDTOIPE03G
・茨城）地検、児相への情報提供を職員に指示　虐待事件（12月31日）
　児童虐待事件の再発防止を図るため、水戸地検は、児童相談所に通知する情報内容や時期を、地検管内の職員に指示したと発表した。今後、児童相談所が地検や県警に情報を提供する場合の条件や、被害にあった児童の取り調べ態勢などについても協議する。

　昨年７月に和歌山市で男児が虐待を受けて死亡したとされる事件で、関係機関の連携不足があったことを受け、法務省や厚生労働省が今年６月、各自治体や地検などに連携を求めた。地検や県などは９月に連絡協議会を開き、協議を続けてきた。

　対象は、児童相談所が相談に応じていたり、児童虐待が疑われたりする事件。通知する内容は、事件の概要や、起訴か不起訴といった処分の結果、容疑者の反省度合いなど。地検が容疑者を釈放したり、勾留したりする決定よりも前に、電話や文書で通知する。

　水戸地検の高橋孝一次席検事は「児童の取り調べや児童相談所の情報提供という課題がある。これからも協議を続け、連携を深めていく」と話した。

http://www.asahi.com/articles/ASGDK5FCZGDKUJHB017.html
＊毎日新聞

・日本は本当に安全な国か:犯罪は少ないのに治安の悪化を体感する理由（12月1日）

　◇「水と安全はタダ」な日本

　2020年夏季五輪の開催都市に東京が選ばれたとき、多くの海外メディアは「不確実性の時代の安全と治安の良さ」（「ウォールストリート・ジャーナル」2013年9月7日付）が決め手になったと報じた。

　東日本大震災の際には被災地で略奪も起きず、秩序が保たれていたという日本人の美質も、評価の背景にあった。宮城県警の発表によれば、震災から2週間ほどの間に宮城県内で290件の窃盗被害があり、被害総額は1億円に上っていたから、実際は“火事場泥棒”がなかったわけではない。しかし、気仙沼信用金庫の壊れた金庫から4000万円が持ち去られた一件を除けば、その多くは空き店舗から生活物資を盗んだり、車からガソリンを抜き取ったりする、生き抜くための必要に迫られた犯罪だ。2005年にハリケーン・カトリーナが米ニューオーリンズを襲ったときには、警官まで略奪に加担するという無法地帯が現出した。

　かつて評論家の山本七平は、ユダヤ人イザヤ・ベンダサン名で発表した著作『日本人とユダヤ人』（1970年）で、「日本人は水と安全はタダだと思っている」と喝破したが、日本の治安の良さは、かなり前から「社会の工業化、産業化、都市化は犯罪の増加をもたらす」という犯罪学の常識に反するとして、海外の研究者に注目されてきた。1960年から80年にかけて、米英独ほか主要先進国で犯罪が2倍から3倍近く増加したのに対し、日本ではわずか１割強の増加に留まっていたからである。

　直近の殺人発生率（人口10万人当たりの殺人件数）の主要国比較（図1）を見ても、日本の発生率の低さが際立っているのがわかる。

　英「エコノミスト」誌が毎年発表している「世界平和度指数」では、日本は８位（１位はアイスランド）。これは、殺人件数などとともに、テロや紛争の起きやすさなどを含めた総合的な評価である。テロや紛争の危険性はその国の政治体制や国際的立場によって左右されるから、政治や国際関係が安定していれば低くなるのは当然だ。しかし、犯罪はそうはいかない。なぜ日本は世界から注目されるほど犯罪の少ない国になったのか、そして、その傾向は今後変化するのか−−以下、少し詳しく見ていこう。

　◇治安はじつは悪化していない

　2012年に内閣府が行った「治安に関する世論調査」では、過去10年間で日本の治安が「悪くなった」と思う人が81.1％に上った。前回06年の調査から3.2ポイント減ったものの、依然として高い水準であり、その理由としては「地域社会の連帯意識が希薄となったから」が54.9％と最も多く、次いで「景気が悪くなったから」が47.4％で、前回に比べて17.7ポイントも増えた。

「日本の治安は悪化している」というイメージが広がったのは、1997年に神戸で連続児童殺傷事件が発生し、少年犯罪の低年齢化や凶悪化に注目が集まったあたりからだ。そして2000年以降、暴力犯罪の認知件数が急激に増加するとともに、長らく80％以上あった検挙率が急激に低下したことをメディアが盛んに取り上げるようになって一般化する。2002年には、一般刑法犯（刑法犯全体から自動車運転過失致死傷等を除いたもの）の認知件数が戦後最多の約285万件を記録した。この社会情勢を踏まえて、2003年9月、当時の小泉内閣が全閣僚を構成員とする犯罪対策閣僚会議を設置。11月の衆院選では主要政党のほとんどが、マニフェストで犯罪・治安対策を取り上げた。

　ところが現実には、前述の世論調査の結果に現れている「体感治安」の悪さとは逆に、2002年以降、一般刑法犯の認知件数は減少を続ける（図2）。殺人の認知件数にいたっては2013年に戦後初めて1000件を切っているのである。検挙率も、殺人93.5％、強姦88%と、凶悪犯罪では依然として高い。

　ではなぜ、治安が悪化しているというイメージが生まれたのか。

　まず2000年以降、犯罪の認知件数は増えたが、犯罪自体が増えたのではないという事実を押さえる必要があろう。認知件数の一時的増大は、1999年に発生した桶川ストーカー殺人事件において警察の不手際が批判を浴びた結果、ストーカー被害やDVなど男女関係に端を発する事件について、警察が積極的に対応する方針に転換したからである。

　検挙率の低下にも同様のカラクリがある。警察安全相談（困りごと相談）の件数が2000年以降に急上昇しているのは、警察の相談体制が強化されたために、それまで被害者が泣き寝入りしていたような犯罪が掘り起こされ、認知件数を引き上げたのだ。そしてその一方で、認知した事案に対応しきれなくなって検挙率が下がったということなのである。さらに、一般刑法犯の80％以上を占める窃盗事件について、マンパワー不足から余罪調査が十分にできなくなったこと、また窃盗の20％を占める自転車泥棒のような軽微な犯罪で検挙実績を積み上げるより、より重大な犯罪の捜査に人的資源を振り向けるようになったことも、検挙率の低下につながっているといえる。

　そもそも、治安悪化というイメージ自体に根拠がないという指摘もある。龍谷大学法科大学院の浜井浩一教授が2006年に行った調査では、「2年前と比較して、自分が住んでいる地域と日本全体で犯罪が増えていると思うか」と聞いたところ、「とても増えた」と回答した者のうち、自分の住んでいる地域では3.8％だったのに対し、日本全体では49.8％だった。つまり、多くの人が「自分の周りでは治安がそれほど悪化していないが、日本のどこかでは治安が悪化している」と感じていることをあらわしている（浜井浩一・芹沢一也『犯罪不安社会』光文社新書）。

　この背景について浜井氏は、現実に起きている殺人事件の認知件数とは無関係に、マスメディアで「凶悪」というキーワードとともに殺人が報じられる件数が増えてきていること、さらにインターネットの普及により日本中で発生した犯罪情報が瞬時に広まることを挙げている。後者についていえば、2006年当時に比べてSNSの利用者が激増している現在、この傾向がいっそう強まっていて不思議はない。

　◇凶悪犯罪を未然に防いでいる日本のシステムとは

　日本における刑事裁判の有罪率は99.9％である。これは先進国中でも突出して高い（米英など陪審制を採っている国は7〜8割、西ヨーロッパ諸国では93〜97％程度）。

　しかし、日本では、これら有罪のうち、執行猶予がつかず身体を拘束される、いわゆる実刑となる割合が6%程度と低いことは、意外と知られていない。重大な犯罪でなく、前科もないような場合は、捜査から訴追、公判までの刑事手続の各段階において、微罪処分（たとえば万引き事件で盗品を返還することにより、警察官の説諭を受けるだけで送検されないなど。前科はつかないが警察に記録は残る）、起訴猶予、執行猶予など正規の刑事司法手続きから外す「ダイバージョン」が活用されているからだ。実際、2009 年に警察に検挙された被疑者のうち、32%は微罪処分、検察官に送致された者も52%が起訴猶予、訴追され有罪となった被告人も 、60%が執行猶予の判決を受けている。日本がダイバージョンを多用する大きな理由は、実刑を受けることで「ムショ帰り」の烙印が押され、出所後の社会復帰が困難となり、再び犯罪に手を染めるような事態を防止しようという点にある。

　したがって、非行少年の扱いにおいては、刑事処分が行われる率はさらに少ない。非行少年事件は、原則すべて家庭裁判所に送致しなければならないことになっているが、家裁で決定するのは、少年院送致や保護観察処分といった教育を目的とした保護処分のみであって、刑罰は科さない。刑事処分に相当するとして「検察への逆送」が行われる割合は0.2%に過ぎない。

　日本とヨーロッパ諸国で少年の犯罪を比べると、刑法犯で検挙される者のうち、少年の占める割合が多いのは日本のほうだ。ただし、凶悪犯はヨーロッパより少なく、2009年の統計によれば、日本の少年事件で最も多い罪は窃盗（60.7％）、2番目に多いのが「占有離脱物横領」すなわち放置自転車の乗り逃げ（21.0％）、傷害や恐喝などの粗暴犯は8.7％、殺人（未遂を含む）、強盗、強姦、放火といった凶悪犯にいたってはわずか1.0％にすぎない。いい換えれば、日本の少年犯罪の特徴は、軽い罪を犯して検挙される例が多いという点だ。その典型的な例が、交番の警察官が盛り場や夜道を巡回し、挙動不審と思われる少年に対して職務質問し、その結果、自転車盗や放置自転車の乗り逃げが発覚するというものだ。

　◇世界で評価される交番

　非行少年の補導など、地域の治安維持に重要な役割を果たし、国際的に注目を集めている交番を、いちはやく導入したのがブラジルである。サンパウロ市郊外のジャルジン・ハニエリ地区は、かつて年間約600人が殺人で命を落とすなど、国連から「世界一危険な地区」と認定されるほどの深刻な治安問題を抱えていた。日本の交番制度に着目したサンパウロ州警察は、1997年に採用を決定、JICAの協力を得て日本の警察官を指導者に招いたり、ブラジル人警察官を日本で研修させたりしてきた。

　2005年に交番が本格導入されると、3年間で同州の殺人事件発生件数は1999年比71％も減少。ジャルジン・ハニエリ地区では、24時間態勢で巡回を行うなどした結果、殺人の被害者は年間3人にまで激減したという。ブラジルには現在、12州の約600カ所に交番があり、成果に注目した連邦政府は全州への拡大に向けて日本の警察庁とJICAに協力を要請、2014年度中に日本から警察官を派遣する予定だ。

　JICAが専門家を派遣、交番制度について技術支援を行った国は、そのほかインドネシア、カンボジア、シンガポールなど。さらに2015年からは、ブラジルと共同でエルサルバドル、コスタリカ、ホンジュラスで交番の導入を支援し、治安改善を後押しする計画だ。

　◇続々出現する新手の犯罪

　オレオレ詐欺や還付金詐欺といった「特殊詐欺」の2013年における被害額は486億9325万円で、前年を約122億円上回り、過去最悪となった。一方、インターネット上で流出したID・パスワードによってクレジットカードが不正使用されたり、スマートフォンの無料対話アプリLINEの利用者アカウントを乗っ取って、利用者の友人らに電子マネーの購入を持ちかけたりする事件も急増している。IT化や携帯電話の普及によって登場した新手の犯罪に対しては、交番では対応しきれないのが現実だ。

　とりわけ都市では、単身者世帯が増え、人間関係が希薄化していることもあって、聞き込みのような伝統的な捜査手法によって有力な情報を得ることを難しくしている。実際、聞き込みが被疑者検挙のきっかけとなった刑法犯の検挙件数は、この20年間で4割ほどに減っている。

　地域社会の変質は、少年非行のあり方も変えつつある。従来、日本の少年非行の特徴は、非行・犯罪年齢のピークが18〜20歳である西欧諸国と異なり、15歳頃にピークを迎え、20歳までに急速に収束していく。高校中退者や不良グループのメンバーであっても、20歳を迎える頃には、地域の大人たちから「いい歳をしてみっともない」という社会的な圧力を受けたからである。保護司や卒業した中学校の教師らも、職場を紹介するなどすすんで世話を焼いた。ところが人間関係が希薄になると、そうした社会的な圧力は消滅し、就職も難しくなる。その結果、社会人になりきれない大人が後輩と一緒に犯罪に走る。非行年齢のピークが欧米型に近づきつつある理由だ。

　◇進む厳罰化と死刑廃止の動き

　犯罪の質の変化と並行して進んでいるのが司法の変化である。

　2004年の刑法改正で、有期刑の上限が「20年」から「30年」に、殺人罪の法定刑の下限が「3年以上」から「5年以上」に引き上げられた。明治以来120年ぶりという法定刑の引き上げは、「体感治安」の悪化を背景に、日本社会が厳罰化を求めた結果といってよい。2010年には、それまで25年だった殺人罪の公訴時効が廃止になり、時効15年だった罪が30年に、10年だった罪が20年に、それぞれ引き上げられた。

　同様に少年法の厳罰化も進んだ。2000年には、刑罰の対象となる年齢が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられ、2014年には、少年の有期刑の上限を「15年」から「20年」に引き上げる改正も行われている。

　厳罰化によって、治安の良さをこれからも保持できるかどうかは不確定だ。厳罰化は犯罪者の社会復帰を阻害し、むしろ社会のリスクを増大させるという意見もある。

　一方、究極の厳罰である日本の死刑制度は、人権を重視する世界からの廃止圧力にさらされている。アムネスティの統計によれば、死刑廃止国140カ国（法律上は死刑があるが、執行されていない国を含む）に対し、死刑存置国は58カ国（2013年末時点）。10年前、存置国が80カ国ほどだったから、世界の趨勢が死刑廃止にあるのは明白である。

　存置国・日本への風当たりは強い。たとえば、日本がＥＵとの間で結んでいる刑事共助協定によれば、日本で死刑相当の重大犯罪を犯した者について、日本がＥＵに捜査協力を求めても、ＥＵはこれを拒否することができる。1992年、東京・渋谷で交際中の日本人女性を殺害したイラン人が、国外逃亡の末、スウェーデンで逮捕されたとき、日本がスウェーデン政府から犯人の身柄の引渡しを拒否されたのも、死刑存置国であることが理由だった。

　各国は相互に犯罪人引渡し条約を結んでいるが、日本が同条約を結んでいるのは米国と韓国だけだ。これは世界では例外的に少ない（たとえば事実上の死刑廃止国である韓国は29カ国と同条約を結んでいる）。国際的に見て、日本が今後も死刑存置国であり続けるのはかなり難しいのが現実だ。

　これまで日本の犯罪対策は、“予備軍”のうちに犯罪の芽を摘んで社会復帰を促しつつ、凶悪犯には死刑をもって臨むという方式をとってきた。もし刑法・少年法の厳罰化がさらに進み、一方で死刑が終身刑にとってかわったら−−司法の変化は、犯罪の質的変化以上に、日本の治安を根本から変えることになりかねない。日本社会の「安全」は、はたしていつまで維持されるだろうか。

http://mainichi.jp/ronten/news/20141201dyo00m010015000c.html
・赤ちゃんポスト:子供預ける前に相談を　慈恵病院相談役、名古屋で講演　／愛知

（12月2日）
　親が育てることができない子供を受け入れている「赤ちゃんポスト」（こうのとりのゆりかご）を設置している熊本市西区の慈恵病院相談役の田尻由貴子さんが、名古屋市北区で講演した。子どもの虐待防止ネットワークが主催した。

　同院は、乳児の遺棄や子供の虐待死を防ぐことを目指し、妊娠や出産、育児についての相談にも応じている。ポストを設置した２００７年度から昨年度までに、全国から計５２１２件の相談が寄せられている。

　田尻さんは、思いがけない妊娠に悩む中高生からのメールを紹介し、ポストに子供を預ける前に相談するよう訴えた。「私たちに相談したうえで、自分で育てるのか、養子縁組を選択するのか決めてほしい。子供は社会全体で育てるという意識が大切」などと訴えた。【大野友嘉子】

http://mainichi.jp/area/aichi/news/20141202ddlk23100291000c.html
・浦添市:子のスマホ使用、制限呼び掛け　県内初（12月3日）

　【浦添】スマートフォンの普及で子どもが性犯罪やいじめに巻き込まれるケースが社会問題となる中、浦添市教育委員会（池原寛安教育長）と浦添市青少年健全育成市民会議（西銘生弘会長）は、１２月から午後１０時以降は親が携帯電話・スマホを預かる運動を始めた。子どもにスマホを夜間使用しないよう市町村単位で呼び掛けるのは県内では初めてといい、市教委の山田宏指導部長は「地域一律に取り組むことで、ストレスから解放される子どもや安心して預かれる保護者がいると思う」と話した。

　同市民会議が作製した「こどもたちをサイバー犯罪からまもろう！！」ポスター２００枚、チラシ１万５千枚が１１月下旬に完成した。作製に当たり「我が家の携帯電話ルール１０カ条」を制定し、（１）フィルタリング機能を利用しよう（２）知らない相手からのメールは必ず保護者に見せる（３）人の悪口は絶対に書かない−など携帯やネット機能を安全に利用するルール１０項目を示した。

　１２月から市内小中学校の全校生徒にチラシを配布し、各家庭に「携帯電話の利用は夜１０時まで」と協力を呼び掛ける。

　出会い系サイトへのアクセスを通じて子どもが事件に巻き込まれる被害のほか、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ」などで夜遅くまで友人とやりとりし、日常生活や学習に支障を来すだけでなく、いじめに発展するトラブルが新たな社会・教育問題となっている。

　他府県では愛知県刈谷市などが午後９時以降に携帯・スマホを親が預かる取り組みを行っている。山田部長は「５秒以内のメール返信を強要される事例などを聞くと、便利な半面、逆にスマホで苦しんでいる子どももいるのではないか」と指摘。「部屋に入ってしまうと使用の実態が分からないため、夜間は親が預かるルールを浸透させたい。市民会議として声を上げることで、地域の大人の意識を高める機会になる」と語った。（琉球新報）

http://mainichi.jp/area/okinawa/news/20141203rky00m040002000c.html
・呉の少女殺害:「地域で虐待防止必要」　少年に懲役１０年、判決受け裁判員　／広島（12月3日）
　「地域で見守る力を」−−。呉市の灰ケ峰山中で昨年６月、広島市内の専修学校の女子生徒（当時１６歳）を殺害したとして強盗殺人罪などに問われた住所不定の無職少年（１８）に対し、懲役１０年を言い渡した２日の広島地裁判決。判決後に会見した裁判員らは、犯行に影響を与えた少年の虐待を防ぐために、地域が果たす役割を挙げた。

　公判で、少年は幼少期に実父から火あぶりや逆さづりにされるなど虐待を受けたと明らかにした。

　自治会役員という５０代の男性裁判員は「昔は近所のことを皆知っていたが、今は借家ばかり。もしかしたら虐待のある家庭があるかもしれない」と指摘。「虐待を見逃せば、次の被害者や加害者を作ることになる」として、地域の大人で子どもを見守り、虐待を察知する必要があると話した。また、別の裁判員も「本当に罪を負うべきは（少年を虐待した）親ではないか」と非難した。【石川裕士】

http://mainichi.jp/area/hiroshima/news/20141203ddlk34040360000c.html
・わたしの争点:２０１４衆院選／２　進学の機会奪う貧困　親を含めた幅広い支援を

(12月4日)
　愛知県半田市内の二つの会場に、中学生たちが週１回夕方、三々五々やってくる。日本福祉大（本部・同県美浜町）の学生団体「アンビシャス・ネットワーク」のメンバーが、生活保護世帯など貧困に苦しむ子供に無料で勉強を教える活動に取り組んでいる。

　学びに来る中学生は約４０人。熱心に学ぶ子もいれば、おしゃべりする子も。勉強だけでなくクリスマス会なども開き、「居場所づくり」に役立っている。

　団体メンバーの同大４年、田中嵩久（たかひさ）さん（２１）には、苦い思い出がある。

　女子生徒の一人は学習会に来たばかりのころ、やる気がうかがえなかった。教科書の内容を機械的にノートに写すだけ。学校の成績も悪かった。それでも田中さんらが部活動など高校生活の楽しさを語るうち、進学に熱意を見せ始めた。学生たちに積極的に質問し、ノートも書き込みでびっしり埋まった。

　ところが、受験直前で進学をあきらめた。「受験費用を家の生活費に回したい」という理由だった。中学を卒業し、ファストフード店でアルバイトをしていると聞いた。「あんなに頑張っていたのに」。田中さんは悔しさとともに振り返る。

　経済的な理由で修学旅行に行けず、あるいはいじめに遭い不登校になるなど、義務教育からもこぼれ落ちる子供たちの存在を、活動に参加して知った。彼らの「自己肯定感」の低さが気になる。「自分なんかどうせ駄目。頑張っても無駄。そんなふうに諦めを感じている子がいます」

　名古屋市でホームレス支援の活動にも参加し、貧困に苦しむ人たちから「親も貧しかった」と聞き、負の連鎖を実感した。

　経験を重ね、当初教員志望だった田中さんは学校外での教育や貧困対策にかかわりたいと思うようになった。卒業後は貧困問題に取り組むＮＰＯ法人の職員として働き、近く社団法人化する「アンビシャス〜」の活動を続ける予定だ。

　貧困が、子供たちの可能性を狭めている。子供の貧困率（平均年収の半分を下回る世帯で暮らす１７歳以下の子の割合）は増え続け、２０１２年時点で１６・３％、６人に１人の割合だ。田中さんは「親を含めた幅広い支援が必要で、結果はなかなか見えにくい。長期的なスパンで政策を考えてほしい」と言う。

　先月、中学生たちを大学祭に招待した。広い講義室を見た男の子の一人が、思わず言った。「おれ、この大学に来たいなあ」

その言葉が忘れられない。大学の学費はもっと安くならないか。奨学金の返済に利子は必要なのか。どんな子も同じスタートラインに立てるようにしてほしい−−。政治への注文は山ほどある。【長沢英次】
http://senkyo.mainichi.jp/news/20141204ddm041010044000c.html
・憂楽帳:子どもたちの未来（12月6日）
　今年４月から神戸支局長になり、スポーツや教育関係の行事にちょくちょく出席するようになった。中学生や高校生の職場体験の案内役を務めることもあり、子どもたちと接する機会も少なくない。

　ネット社会になり、「ＬＩＮＥいじめ」が紙面をにぎわすご時世。最初は少し身構えたが、学生たちに接してみると、素顔は自分の学生時代と変わらない。

　まじめな子、おませな子、少し斜に構えた子……それぞれ個性はあるが、青い若芽のような純な心を感じることがたびたびあった。そんな時、神戸でも教壇に立った教育学者、林竹二さんが本の中で繰り返していた「子どもは可能性そのもの」という意味の言葉を思い出す。

　８日は日本が７３年前に米国などを攻撃し、太平洋戦争を始めた日。日本が始めた戦争で、日本国民約３１０万人とアジア諸国の２０００万人以上が犠牲になった。その戦争を支える力になったのは、偏狭な愛国教育だった。

　可能性に満ちた子どもたちの未来のため、何をしてはダメなのか。悲惨な戦争に突き進んだ過ちの歴史をしっかり見据え、考えていきたい。【湯谷茂樹】

http://mainichi.jp/opinion/news/20141206ddf041070008000c.html
・わたしの争点:２０１４衆院選／４　いじめ、罰よりケアを　亡き娘の優しさ、大人にこそ（12月7日）
　「優しい心が一番大切だよ」。先月末、小森美登里さん（５７）＝横浜市港南区＝は東京都内の中学校で講演し、約４５０人の生徒に一人娘が残した言葉を紹介した。

　居眠りしていた生徒も顔を上げ、耳を傾ける。小森さんは穏やかに語りかけた。「いじめを受けている子はまだたくさんいます。皆さんにも力を貸してほしい」

　一人娘の香澄さん（当時１５歳）は高校１年だった１９９８年、いじめを苦に自ら命を絶った。冒頭の言葉はその４日前、母子で夜中にコンビニエンスストアに出掛けた帰り、香澄さんが口にした。いじめた子を指して「その心を持っていないあの子たちの方がかわいそうなんだ」と続けた。小森さんは、この言葉を子供たちに広めることが、いじめ根絶の鍵だと信じ、全国各地の学校で毎年約２００回講演している。

　だが昨年度、全国の小中高校などで過去最高水準の１８万件超のいじめが確認された。

　　　　◇

　香澄さんは校内でのいじめを両親に打ち明けていた。学校はいじめの存在を認めず、２００１年に裁判を起こした。目撃証言は得られず、真実が解明されぬまま０７年に和解した。

　０３年、いじめ問題に取り組むＮＰＯ法人「ジェントルハートプロジェクト」（川崎市）を設立し、理事に就いた。いじめ対策の法制化を求め、永田町の国会議員を訪ね歩いたが「金にも票にもならない」と追い返された。

　小森さんは大人が問題から目を背けているのでいじめが無くならない、と言う。親や学校、行政がいじめの存在を認め、被害者の安全を守りつつ加害者に寄り添えば、エスカレートさせることはないはずだ、と信じる。

　　　　◇

　大津市の中２男子自殺（１１年）を受け、ようやく昨年、学校や行政の責務を定めた「いじめ防止対策推進法」が成立し、いじめた側の出席停止や警察への通報が規定された。しかし、小森さんには違和感がある。

　「ジェントルハート」が昨年５月までに全国の小中高生約８４００人から回収したアンケートでは３割がいじめをした経験があり、そのうち７割が「自分も悩んだりつらかったりした」と答えた。「子供に責任を負わせても何の解決にもならない。いじめる子の心のケアが大切」と思う。

　家族と学校が情報を共有するシステムを作り、教員に対する研修が必要だ。ＮＰＯの活動だけでは限界がある。講演でも「私一人の力は小さい。なかなか世の中は変えられない」と語った。

http://senkyo.mainichi.jp/news/20141207ddm041010129000c.html
・大津市:いじめ防止条例、改正案に意見を　２４日まで募集　／滋賀（12月9日）
　大津市は昨年４月に施行された「子どものいじめの防止に関する条例」の改正案についてパブリックコメント（意見公募）を実施している。応募は２４日まで。

　いじめ防止条例は、２０１１年に市立中学２年の男子生徒が自殺したことを受けて制定され、昨年施行された「いじめ防止対策推進法」の先駆けとなった。条例は２年をめどに見直すことが定められており、来年２月の市議会に改正案が提出される予定。

　市がまとめた改正案は、推進法に合わせ、いじめの定義に「インターネットを通じた行為も含む」と追加。現在いじめに遭っていなくても、過去にいじめを受けたり人間関係に悩んでいたりして、いじめに遭うリスクが高い子供については、市の相談が受けられるようにしている。

　改正案は市のホームページで公開されており、市いじめ対策推進室と市政資料コーナーでも閲覧できる。意見提出は、メール（市ホームページから）▽郵送（〒５２０−８５７５　大津市いじめ対策推進室）▽ファクス（０７７・５２３・７８５５）まで。問い合わせはいじめ対策推進室（０７７・５２８・２８２６）。【竹下理子】

http://mainichi.jp/area/shiga/news/20141209ddlk25010428000c.html
・ヘイトスピーチ:在特会街宣は人種差別　最高裁が上告棄却、賠償確定　保護者「やっと終わった」（12月11日）
　最高裁が在特会側の上告を退けたことを受け、学校関係者と弁護団らが１０日、京都市中京区で記者会見した。

　学校を運営する京都朝鮮学園理事の柴松枝（シソンジ）さん（７２）は、２０１０年６月の提訴からの４年半を振り返り「在日朝鮮人の民族教育の実践と、そこで学ぶ子どもたちの安全を守ろうとする司法の毅然（きぜん）とした態度の表れとして歓迎する」とするコメントを読み上げた。

　小学生の長女が当時学校に通っていた金秀煥（キムスファン）さん（３８）＝京都市南区＝は「ずっと不安と葛藤の毎日を送ってきた。『やっと終わった』というのが率直な思いだ」と語った。

　在特会のメンバーらは今月７日、京都市中心部で、朝鮮学校への街宣活動開始から「５周年」と称してヘイトスピーチデモを実施。こうした動きに触れ、弁護団の冨増四季弁護士は「今回の司法判断にとどまらず、今後、教育や職場などあらゆる機会を通じ、民族差別をなくす取り組みを続けていく必要がある」と話した。【松井豊】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141211ddm041040148000c.html
・だいあろ〜ぐ:東京彩人記　日本ユニセフ協会広報室長・中井裕真さん　／東京（12月25日）

　◇子供の権利、大人に責任−−中井裕真さん（４９）
　世界中の子どもが持っている権利を定めた国際条約「子どもの権利条約」が国連で採択されて今年で２５年を迎えた。予防可能な病気などで命を奪われない「生きる権利」▽教育を受け、休んだり遊んだりできる「育つ権利」▽虐待や搾取などから「守られる権利」▽自由に意見を表したり活動する「参加する権利」−−を守るよう定め、途上国はもとより先進国が抱える問題も浮かび上がらせる。国連児童基金（ユニセフ）や世界の子どもの情報を発信する日本ユニセフ協会の中井裕真広報室長に聞いた。【川口裕之】

　−−子どもの権利条約が持つ意味は？

　◆この条約ができる前から、ユニセフなどの支援機関は、現在と同じように活動していました。ただ当時は、学者や支援の専門家が「この地域に予防接種や教育のニーズがある」と決めて、そのニーズに応じて支援をする、という考え方をしていました。それが１９８０年代ぐらいから発想の転換が始まった。ニーズの有無を専門家が決めるというよりも、そもそも子どもは出生地や人種、性別に関係なく、誰もが生きる権利、健康に育つ権利があるという考え方に変わりました。その考え方が条約の採択につながり、保健や医療、教育制度の整備など国の責任を明確にしたのです。

　−−この２５年間で変わったことは？

　◆世界の子どもを取り巻く状況は大きく改善しました。５歳未満で亡くなる子どもは９０年に年間１２７０万人でしたが、昨年は６３０万人と半減しました。しかし、いまだに肺炎、下痢、マラリアなど予防可能な病気で多くの子どもが亡くなっています。初等教育就学率は３０ポイント以上改善しましたが、まだ５８００万人が学校に行けていない。子どもたちが巻き込まれているいろいろな形での暴力の問題や、乳幼児期の劣悪な栄養状態が途上国の子どもの３〜４割の発育に深刻な影響を与えている問題など、まだまだ深刻な課題が多くあります。

　−−条約は、日本にとってはどんな意味があるのでしょうか。

　◆そもそも明日をも知れない途上国の子どもの状況を変えていくために条約ができましたが、子どもの権利は途上国だけでなく、先進国の子どもにも認められる権利です。そう考えると、先進国には先進国の問題が見えてくる。

貧困や、いじめ、体罰、虐待などの暴力は程度の差はあっても先進国にもあります。世界第３位の経済規模を持つ今の日本に給食費が払えなかったり、進学を諦めたりする子どもがいていいのか。いじめの問題もあるし、しつけの中で「体罰は必要なもの」と認識されている状況がまだまだある。子どもは自ら訴えるのが難しい立場にあります。なかなか言い出せないし、言ったところで大人にちゃんと受け止めてもらえないこともある。大人の責任として変えていく努力が必要です。

◇記者の一言

　５歳未満の子どもの死亡数や初等教育就学率はこの四半世紀で改善されたが、これらはあくまで全体の状況を示す数字。まだ多くの子どもが厳しい環境にあり、条約が光を当てるのは、そんな一人一人の子どもたちだ。日本でも、虐待やいじめなど問題は深刻なまま。「一人でも権利が守られていない状況があるなら、社会の仕組みを直さないといけない」。中井さんの言葉が印象に残った。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■人物略歴◇なかい・ひろまさ

　ＮＧＯ勤務を経てボスニア・ヘルツェゴビナ人道支援や南アフリカ選挙監視活動に国連ボランティアとして参加。１９９５年から２００３年までユニセフ職員としてミャンマー、イラク、ソマリアなどで勤務した。

http://mainichi.jp/area/tokyo/news/20141225ddlk13040002000c.html
・川口祖父母殺害:少年に懲役１５年「母親が不適切な養育」（12月25日）

　◇さいたま地裁判決、「居所不明児」として過酷な環境に言及

　埼玉県川口市で今年３月、祖父母を殺害し金銭を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた事件当時１７歳の少年（１８）の裁判員裁判の判決で、さいたま地裁は２５日、懲役１５年（求刑・無期懲役）を言い渡した。栗原正史裁判長は「原則通り刑事罰を科するのが相当」としつつ、「母親の養育や犯行前の言動に大きく左右された点を十分に考慮すべきだ」と指摘した。

　判決によると、少年は母親（４２）＝強盗罪などで服役中＝から「殺してでも」金を借りてくるよう執拗（しつよう）に言われ、同月２６日に祖父母を訪問。借金を断られたため、独自の判断で延長コードや包丁で２人を殺害。母親と共謀し、現金８万円とキャッシュカード４枚を盗むなどした。

　公判で少年は殺害行為を認めながら「母親の指示だった」と主張した。判決は「母親が『殺してでも借りてこい』と口にしたことは否定できないが、借金を確実にさせるための言葉にすぎない」とし、母親の指示はなかったと判断した。

　その上で「祖父母の殺害を思いとどまることも十分にできたはず」と指摘。「落ち度のない２人の被害者を殺害し、金銭も奪っており、検察側の無期懲役の求刑もそれなりに理由がある」とした。

　一方で、少年が小学校４年生から学校に通わず、「居所不明児」として過酷な環境に育ったことについて「周囲の者が被告の劣悪な環境を改善できなかったことは残念」と言及。母親の極めて不適切な養育や、少年が不遇な生活を強いられたことが犯行を引き起こしたとした。

　弁護側は少年院送致などの保護処分を求めていたが「社会的に許される特段の事情があると認められない」と退けた。

　少年法の規定により、事件当時１８歳未満の少年に死刑を科すことはできないため、最高刑は無期懲役になる。一方、懲役１５年は事件当時の同法に基づいて少年に科せる有期懲役の上限だった。【山寺香、木村敦彦】

http://mainichi.jp/select/news/20141226k0000m040112000c.html
・川口祖父母殺害:裁判長「君を思う人、待つ人がいる」（12月25日）

　◇さいたま地裁で懲役１５年判決、１８歳の少年に

　「君がおじいさんとおばあさんを手に掛けてしまったのは、母親にも原因があるのは間違いない」。埼玉県川口市で今年３月、祖父母を殺害し金銭を奪ったとして強盗殺人罪などに問われた事件当時１７歳の少年（１８）の裁判員裁判の判決。２５日、さいたま地裁は懲役１５年（求刑・無期懲役）を言い渡した。判決言い渡し後、栗原正史裁判長は少年に諭した。「だからと言って刑事責任はなくならない。２人が亡くなった意味を一生考えてほしい」

　両親が離婚すると、少年は母親に引き取られ、毎晩のように家に来るホストが酒を飲むのに付き合わされた。静岡に転居後、住民票を残したまま埼玉に戻り、学校に全く行かなくなった。母親の再婚相手にささいなことで殴られ、親類に金を無心させられた。

　６人の裁判員と３人の裁判官は刑事罰を科すべきだとしつつ、過酷な生い立ちを考慮し、無期懲役という厳罰を回避した。「実父をはじめ君のことを思う人と共に、君が刑期を終えて社会に戻って来るのを、我々も待っていようと思っている」。裁判長がそう伝えると、少年はうなずきながら「はい」と答えた。

　少年は判決を冷静に受け止めたようだ。閉廷後に記者会見した弁護団の松山馨（けい）弁護士によると、面会して会見を開くと伝えた際、少年は落ち着いた表情で「自分みたいな存在を作ってはダメだと伝えてほしい」と話したという。

　松山弁護士は「成育環境に問題があり、それを社会の問題として捉えるべきだと明らかにされたのは良かった」と判決を評価した。

　一方で「『反省するという体験・教育』を受けていない少年に刑事罰を科すことには非常に強い不満を感じる」と述べ、控訴したことも明らかにした。「裁判長が『待っている』という場所に戻るまでに、どこで何をさせるべきなのか、もう一度別の裁判所で考えてもらいたい」という。

　さいたま地検の片山巌次席検事は「上級庁と協議の上、適切に対処したい」とコメントした。

http://mainichi.jp/select/news/20141226k0000m040115000c.html
・西東京の中２虐待自殺:長男に精神的虐待も　自殺教唆の継父、弟の命引き合い　検察指摘
（12月26日）

　西東京市の市立中学２年、村山由衣翔（ゆいと）君（当時１４歳）が今年７月、母親の再婚相手の継父から虐待を受けた後に自殺した事件で、検察側は２５日、東京地裁立川支部（阿部浩巳裁判長）の第２回公判で、傷害と自殺教唆罪に問われた無職、村山彰被告（４１）が日常的な暴行だけでなく、自殺しなければ２歳の弟を危険にさらすなどという発言で精神的な虐待も繰り返していたと指摘した。

　検察側は冒頭陳述で、村山被告は由衣翔君が中学に入学した昨年４月ごろから、しつけと称して暴力を振るうようになり、今年５月には「死んでこい。死んだら男として認めてやる」と脅したと主張。由衣翔君はその日夜は公園で野宿し、公園の警備員に説得されて翌日帰宅したが、被告はその後もビニールひもで首をつるような格好をさせた姿などを写真に撮ったと述べた。

　また７月２９日に由衣翔君に暴行した後、村山被告が「２４時間以内に自殺しろ。死ななければ自分と次男が死ぬ」と迫るなど、２歳の弟の命も引き合いに出しながら、由衣翔君を精神的に追い込んだ経緯を説明。翌３０日朝に由衣翔君の様子を心配して仕事を休もうとした母親と口論となった際も「お前がいても状況は変わらない。血の海になっているんだ。俺と次男が死ぬんだ」などと告げたと述べた。由衣翔君はこの口論を聞いて自殺した可能性がある。

　検察側の冒頭陳述に先立ち、村山被告は傷害罪について「一部は妻がやった。すべて自分がつけた傷とは言い難い」と起訴内容の一部を否認。自殺教唆罪については「自殺をそそのかしたことも、自殺させようと思ったこともない」と述べ無罪を主張した。【岡礼子】

http://mainichi.jp/shimen/news/20141226ddm041040155000c.html
・埼玉・祖父母強殺:無期求刑の少年に懲役１５年　識者の話（12月26日）
◇大人の責任大きい−−少年犯罪被害当事者の会代表・武るり子さんの話

　裁判官や裁判員の方たちが悩んで出した判決なので、量刑について語るのは難しい。ただ、複雑な家庭環境が背景にある今回のケースは、母親ら周りの大人の責任が大きいと思う。ただ、それと少年が犯した罪の責任は別問題だ。今後は再犯を防止する教育などの仕組みづくりが必要だと思う。

◇母親の影響説明を−−虐待問題に詳しい平湯真人弁護士の話

　裁判所は事件の経過を熱心に知ろうとしたようではあるが、少年の行為に母親の虐待がどう影響したかの説明が不十分だ。判決は「殺してでも借りてこい」は少年を追い込むための言葉に過ぎないとしたが、子どもにとっては犯行を決意せざるを得ない力を持つとみるべきだし、動機ももっと丁寧に解明する必要がある。

http://mainichi.jp/shimen/news/20141226ddm041040145000c.html
・県教委:スマホルール策定へ　いじめ対策協で素案提示　小中高校生向け　／福井(12月27日)
　スマートフォン（スマホ）などを利用したインターネットでのいじめが社会問題化するなか、県教育委員会は、小中高校生がスマホを使う際のルールの素案を作成し、「いじめ問題対策連絡協議会」の会合で提示した。【村山豪】

　協議会は県教委やＰＴＡなどの代表者がいじめ防止策などを話し合う場。１８日に今年度３回目の会合があり、委員２０人が意見を交わした。素案は「『ふくいスマートルール』推進運動」（案）と題し、子供には▽スマホや携帯電話は夜９時以降使わない▽ＳＮＳやメールの利用は１日１時間まで▽名前・住所・顔写真などの個人情報をインターネット上に載せない−−などを約束させ、大人や学校、地域には▽使用時間や置き場所などのルールづくり▽教員がネットいじめやトラブルを把握−−などに努めることを盛り込んだ。

　出席者からは「市町や学校ごとにルールが違うと整合性がとれない」と統一ルールを歓迎する声が出た一方、「地域や家庭ごとに事情は違う」と慎重な意見も出た。委員から出た意見を基に、県教委は新年の早い時期のルール制定を目指す。

http://mainichi.jp/edu/news/20141227ddlk18100415000c.html
・おんなの時代:子供がいる２０〜３０代の半数「生きづらい」（12月31日）01月02日 03時36分 
　毎日新聞横浜支局が県内在住の女性４４０人に「女性にとって生きやすいですか」と質問したところ、子どもがいる２０〜３９歳の４８％が「生きづらい」と答え、全体平均の３３％を大きく上回った。生きづらさを感じている女性は年代が高くなるにつれて減少し、子どもがいる６０歳以上では２５％、子どもがいない場合では２１％にとどまった。子どもの有無や世代で意識に隔たりが生じている実態が浮かんだ。

　調査は１２月、インターネットで実施。対象者は、子どもの有無や世代別にほぼ均等になるよう抽出した。平均では「生きづらい」（３３％）が「生きやすい」（３０％）をやや上回ったものの、「どちらとも言えない」も３９％と多かった。

　各世代で「生きづらい」とした割合を子どもが「いる」と「いない」で分類すると、２０〜３９歳（４８％、３９％）、４０〜５９歳（３２％、３３％）、６０歳以上（２５％、２１％）となり、子どもがいる２０〜３９歳の女性が、子どもがいる同世代や他の世代と比べて突出して高くなった。理由として、「仕事と育児の両立を求められることに息苦しさを感じる」という趣旨の回答が目立った。

　また、「生きやすい」と感じる割合が最も高かったのは、子どものいない６０歳以上の３７％だった。理由は、「職業の選択肢が広がった」や「昔よりはまし」などが多かった。

http://mainichi.jp/feature/news/20141230mog00m040016000c.html
＊産経新聞

・【ドアの向こうへ　男児放置死事件から半年】（11月30日）
（上）「情報共有」模索続く
　■再発防止へ行政、地域の取り組み

　「パパ、パパ」－。

　厚木市にある２階建てのアパートの一室。平成１８年の冬。斎藤幸裕被告（３６）＝殺人罪などで起訴＝は、か細い声ですがる長男の理玖（りく）ちゃん＝当時（５）＝を置いて、ここを後にした。

　この部屋で理玖ちゃんの遺体が見つかったのは、本来なら１３歳になっているはずの５月３０日だった。雨戸が閉まり、電気も止まった６畳の和室。薄い布団の上で、おむつを着けたまま白骨化していた。周囲には、弁当の空き容器やパンの袋が散らかっていた。

　「痩せた経緯が分かってしまうのが怖くて、病院に連れて行くことができなかった」

　斎藤被告は、こう供述した。窓やふすまに目張りをし、家賃を払い続けて理玖ちゃんの死を隠した。

　県警などによると、理玖ちゃんを１人で育て始めたのは１６年１０月ごろ。口論が絶えなかったという妻（３３）が家を出て行ったためだった。トラック運転手として週５、６日勤務し、出勤と帰宅時におにぎりやパンを与えていた。１年ほどたって別の女性と交際し、自宅から足が遠のいた。

　厚木児童相談所や厚木市が育児放棄（ネグレクト）を察知する機会はあった。１６年１０月上旬、３歳だった理玖ちゃんが、自宅近くの路上で１人で歩いているのを近隣住民が発見し、児相が保護した。理玖ちゃんは、Ｔシャツに紙おむつ姿で、はだしだったが、児相は「虐待ケース」ではなく「迷子ケース」として処理した。

　翌年の３歳半の乳幼児健診も受けず、小学校にも通っていなかったのに、児相や市教育委員会は踏み込んだ調査や所在確認をせず、理玖ちゃんが閉じ込められたアパートのドアは、閉ざされたままとなった。

　横浜市で山口あいりちゃん＝同（６）＝が虐待死した事件を受け、児相は昨年５月、「虐待ケース」の児童の所在確認を行ったが、理玖ちゃんは「迷子ケース」だったため漏れた。ようやく所在確認に乗り出したのは、今年３月。すでに、理玖ちゃんの祖父母らも一家の行方を知らなかった。

　周辺の大人が異変を感じ取っていながら、誰も踏み込んだ対応を取らなかった。県子ども家庭課の菊池正敏課長（５６）は「児相と教育委員会や小学校が連携すべきだった」と悔やむが、県の第三者委員会は報告書で「情報共有の不足」を断罪した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　事件を受け、厚木市は今年６月に検討会議を開き、再発防止策をまとめた。市の担当部署や県警など関係機関で構成する「要保護児童対策地域協議会（要対協）」に報告するまでの流れをフローチャートでまとめた。

　虐待が疑われる児童本人や保護者と連絡が取れない場合、情報を把握してから２週間以内に必ず３回、家庭訪問する。それでも所在が分からない場合、要対協に報告する。関係機関で情報共有し、必要と判断すれば警察に届け出る。

　厚木児相も、子供への支援について職員同士が話し合う「援助方針会議」で、児相が関わった全ての子供の情報について話し合う仕組みをつくった。

　厚木市こども家庭課子育て家庭相談担当の吉崎直幸課長（５７）は「市や県を超えて移動している場合もあり、自治体だけで居所不明児童を捜すのは難しい場合もある。国が情報を一元管理する仕組みづくりが必要」と話す。

　子供の見守りに力を入れる自治会もある。横浜市瀬谷区の谷戸自治会は、「おとなり場システム」という独自の仕組みを導入している。近隣１０軒を１組として、各家庭のメンバーの名前▽緊急連絡先▽６５歳以上の人や乳幼児がいるかどうか▽手助けは必要か－などを書き込み、共有する。

　もともとは災害対策のために作った仕組みだが、同自治会の清水靖枝事務局長（７１）は「顔の見える関係づくりにつながっている。若い親とのコミュニケーションを取ることができる」と指摘する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　厚木市の男児放置死事件が発覚してから３０日で半年。各地で幼い子供が犠牲となる事案が後を絶たないが、衆院選という大きなうねりの中で、問題が見失われようとしている。虐待やネグレクトにどう対応すべきなのか。「閉ざされたドア」をそのままにしないため、関係機関の取り組みが続いている。（小林佳恵）

http://www.sankei.com/region/news/141130/rgn1411300009-n1.html
・【ドアの向こうへ　男児放置死事件から半年】（12月1日）
（下）　関係者に聞く
　厚生労働省は１１月１３日、今年１０月２０日時点で居住実態がないなどの「所在不明児」が全国で１４１人に上ったとの調査結果を明らかにした。児童虐待の根深さを浮かび上がらせた、斎藤理玖（りく）ちゃん＝当時（５）＝が遺体で見つかった事件。再発をどう防ぐのか。「その後」の模索を関係者に聞いた。（小林佳恵）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　◆児相職員の感度高める　県子ども家庭課、菊池正敏課長（５６）

　斎藤理玖ちゃんの事件を受け、県の第三者委員会が設置されて報告書が出された。その中でいくつかの提言を頂いたので、その具体化を目指しているところだ。理玖ちゃんのようなケースを二度と起こしてはならない。

　理玖ちゃんを救うことはできたと思う。例えば、Ｔシャツとおむつ姿で保護されたときは、家に帰した後で家庭訪問をする方針だった。しかし、担当者は理玖ちゃん以外にも多数の事案を抱え、結局のところ家庭訪問は行われなかった。

　そこで、今後は児童相談所の体制を強化し、職員の虐待に対する感度を高めねばならない。また、地域社会全体で子供たちを見守ることも必要で、虐待が疑われる場合は、まず市町村や児相などに通告してほしい。初期の段階で安全確認を行い、親と粘り強く対峙（たいじ）していくことが大変重要だ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　◆「助けて」と言える地域に　谷戸自治会（横浜市瀬谷区）、清水靖枝事務局長（７１）

　児童虐待のほとんどが、育児ノイローゼが原因のように感じる。子供が生まれた家庭には、地域住民同士、積極的に「元気？」などと声を掛けるようにしている。シングルマザーらもできれば自治会に入り、地域と接点を持った方がよい。

　横浜市の補助金で、地区の公園内に誰でも自由に利用できるログハウス「見守りの家」を建てた。当番で、誰かが常駐するようにしている。

　子育てが不安なお母さんは、そこに行けば誰かがいる。高齢者も子供も、「おしゃべりをしたい」と思ったら、誰でも利用できる。「誰かが自分のことを気にしてくれている」と思えることが重要だ。

　みんなで欠けている部分をそれぞれ補い合いながら、お互いさまの精神で、いつでも遠慮なく「助けて」「助けるよ」という声を出せる地域にしていきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇

　◆関係機関の相互介入を　厚木児童相談所、井上保男所長（５７）

　児童相談所の使命は子供の命を救うことで、斎藤理玖ちゃんには本当に申し訳なく、悔しい思いだ。現場の職員が、虐待を察知する感度を高めることが重要だ。

　職員４、５人に対しスーパーバイザーを１人配置して指導、教育を行っている。また、毎週２回の「援助方針会議」では、所長や課長など幹部から直接、職員に指導している。近年は虐待の種類も多様化しており、どういう形で不幸な事件につながるか予想できない面がある。

　また、厚木児相は現在１０００件を超えるケースを扱っており、全てのケースを定期的に点検しているものの、児相だけで対応しきれない現実もある。そのため、市や警察、学校など関係機関との連携が重要だ。情報を共有するだけでなく、お互いに介入し合うくらいの積極性を持たないと子供の命は守りきれない。

http://www.sankei.com/region/news/141201/rgn1412010038-n1.html
・「心理的」含む暴力で過半数が「自殺考えた」　性的少数者５０人に調査

　性的指向を理由に暴力を受けた経験のある性的少数者の過半数は自殺を考えたことがあり、一部は実際に自殺しようとしていたことが、性的少数者の人権に関するサイトの運営団体「ゲイジャパンニュース」（東京）の調査で分かった。団体の共同代表の山下梓さんは「性的少数者で暴力を受けても生き抜いている人がいることを知ってほしい」と話している。

　調査は平成２２年１１月～２４年３月、全国の２２～５８歳（平均年齢３６歳）の５０人を対象に実施。体は女性だが、自分を男性と認識している人や、体は男性だが女性と認識している人たちで、体が男性で同性愛や両性愛の人は除いた。

　調査結果によると、５０人のうち自殺を考えたことがあるのは２７人。理由は「自分の人生が良くなると思えない」「生きる希望を見いだせなかった」など、将来を悲観するものが多かった。性的暴力を受けて薬を大量に飲み病院に運ばれるなど、実際に自殺しようとした人も５人いた。

　また、５０人のうち１０人が「相談する発想がなかった」「公にしてはいけないと思った」などの理由で、暴力を受けても医師らに支援を求めていなかった。

　精神科医に「性的指向は関係ない」と指摘されるなど、支援を受けた際に専門家の無理解を感じた人もいた。

　暴力の内容は、傷つける発言など「心理的暴力」が最も多く３１人。「性的暴力」は２８人、「身体的暴力」は１４人だった。

http://www.sankei.com/life/news/141203/lif1412030007-n1.html
・「お前、どっちなんだよ」暴力にさらされ、自殺まで考える「性的少数者」の自己否定感と孤立感（12月15日）　
　多くの性的少数者が暴力にさらされ、生きづらさを抱えていることが明らかになった。性的指向を理由に暴力を受けたことのある人の過半数が自殺を考えたことがあるという調査結果が発表され、性的少数者は悩みを抱えたまま、相談もできずに孤立しがちな姿が浮き彫りになった。当事者らは、学校教育などの環境整備と支援の必要性を呼びかけている。（油原聡子）
　性的少数者は、女性の同性愛者であるレズビアン▽男性の同性愛者であるゲイ▽両性愛者であるバイセクシュアル▽生まれたときの法的・社会的な性別とは異なる性を生きる人、生きたいと願っている人であるトランスジェンダー－のこと。英語の頭文字をつないで、ＬＧＢＴともいわれる。日本の人口の３～５％存在するとされている。

　米国では州によって同性婚が認められるなど海外の一部の国では、性的少数者に対する理解が広まっているが、日本ではいまだに差別や偏見が根強くあり、孤独感を抱えたまま、悩み苦しむ当事者は多い。

暴力は日常的に…
　ＬＧＢＴの人権に関するサイトの運営団体「ゲイジャパンニュース」（東京）が行った調査では、レズビアンやバイセクシュアル、トランスジェンダーの人たちは、性的指向などを理由に日常的に暴力にさられていることが明らかになった。

　調査は平成２２年１１月～２４年３月、全国の２２～５８歳（平均年齢３６歳）の、レズビアン、バイセクシュアルに加え、トランスジェンダーでも心が女性の人もしくは、体が女性の人－の計５０人を個別にインタビューした。「女性」をキーワードに性的少数者に対する「暴力」をテーマに調査した例は国内初だという。

　暴力の定義は、殴る、たたく、閉じ込められる、食料や水を得られなくするなどの「身体的暴力」▽ののしる、脅す、軽蔑などの「心理的暴力」▽性的活動の強要など「性的暴力」。調査の結果、５０人が受けたことのある暴力は「心理的暴力」が最も多く３１人。「身体的暴力」は１４人。「性的暴力」は２８人だった。

　加害者は保護者やパートナー、親戚（しんせき）、学校時代の同級生、同僚らのほか学校、医療機関の担当者など公的機関も含まれた。性的指向のために日常的に抑圧され、不安定な心理状態に置かれやすいことが分かった。

トランスジェンダー男性（身体的には女性）の山田さん（仮名）は高校生のとき、女子１０人ほどに囲まれ『（性別は）どっちなんだ』と言って、寄ってたかって（服を）脱がされたという。「本当に男だって意識だった。かなりショックだった」と話した。
　また、トランスジェンダー女性（同男性）のあやさんは高校３年のとき、同級生の男子１０人以上から集団暴行を受け、性器を触られる暴行を受けた。「いつもの殴る蹴るのと違う経験。自分の中ではなかったことにしようとしました。（記憶を）押さえ込もうとしたけど、忘れようにも忘れられない」

　ゲイジャパンニュースの共同代表、山下梓さんは「ＤＶなどの被害を受けたときに、支援者に話をしづらい。加害者は同性です、とは言いづらく、被害が見えにくくなっている」と指摘する。

　自殺を考えたことのある人は５０人中２７人と過半数に上った。自殺未遂の経験のある人は５人だった。自殺未遂をした人のうち、トランスジェンダーの男性は、地域の支援グループにつながっていたものの、インタビューから約半年後に自殺してしまったという。山下共同代表は「地域の当事者グループにつながっていたのに、亡くなられてしまった。支援よりも日頃から受けていた暴力が上回っていたんだと思います」と話す。

低い自己肯定感
　性的少数者は、学校や職場などで差別や偏見、暴力などにさらされ、自己肯定感が低くなる傾向にある。心に大きな傷を抱えた後も適切なケアを受けられず、鬱病になったり、自殺を考えたりするようになってしまうという。政府が平成２４年に閣議決定した「自殺総合対策大綱」でも、性的少数者は自殺の要因となりうると指摘し、自殺は「多くは追い込まれた末の死」であるという認識が示されている。

　性的少数者の若者を支援する民間団体「いのち　リスペクト。ホワイトリボン・キャンペーン」の共同代表、大磯貴廣さん（３７）は「性的少数者は、子供時代に孤立感や自己否定、いじめなどに苦しんでいる。そして、いじめ被害を受けた後のケアもされない」と話す。

　一般的ないじめとは違い、性的少数者が被害者の場合には、「自分はいじめられても仕方がない」「女っぽい自分が悪い」などと、いじめを“肯定”してしまうという。親にも友人にも相談できず孤立し、いじめが終わった後でも、他人に言えず苦しんでしまう。

「学校現場には、性的少数者の知識を持った人がいない。相談されたとしても教師もうまく対応できない。教育関係者や公的機関の人に対して、性的少数者に関する研修を行うべきだ」（大磯共同代表）。
「教科書には存在しない」
　子供時代の苦しみが、その後の人生にも長く影響してしまうことから、性的少数者の存在を理解してもらい、差別と偏見をなくそうと、教育現場への働きかけも始まっている。

　現在、日本の学習指導要領では「性的少数者」の存在が触れられていない。文部科学省が２８年度を目指し、学習指導要領の改訂を進めているのにあわせ、当事者らが、学習指導要領に性的少数者の存在を明示するよう求める署名活動キャンペーン「クラスに必ず１人いる子のこと、知ってますか？～セクシュアル・マイノリティの子どもたちを傷つける教科書の訂正を求めます～」を１１月から開始した。インターネットの署名サイトを活用し、１万人分を目標にしている。

発信代表者の室井舞花さん（２７）は「現行の教科書では、全ての人が男として、または女として異性に惹（ひ）かれるかのような記述になっている。高校の教科書など一部で性的少数者の存在が触れられている程度」と話す。小学校学習指導要領解説体育編では、「思春期になると、だれでも遅かれ早かれ異性に惹かれるようになる」という内容の記述があり、性的少数者の子供は「いないこと」にされているという。だが、「現実には３～５％、１クラスに１～２人は性的少数者の児童生徒がおり、当事者は正確な情報に触れることができずに孤立してしまう」と室井さんは話す。
　室井さんは中学生のころ、初めて同性を好きになったが、教科書に「異性を好きになる」という表記があったことから、「自分の恋心を否定されているように感じた」という。同性に惹かれていることに自分でも抵抗感があったため、自分は間違っていると考えてしまった。

　１９歳で同じ同性愛者の友人ができるまでは、誰にもカミングアウトできなかったという。「自分でも認めたくないし、知られたくなかった。恋愛の話を振られても、興味のない振りをしていました」と振り返る。周囲には同じ立場の人はいなかったため、自分が浮いてしまうという恐怖感があったという。

「１０代のときのショックは自分が思っているよりも深く長く続く。同性愛・両性愛男性の約６割が自殺を考え、１５％が自殺未遂経験を有するという国内の調査結果もあり、早急に対応をしないと自殺してしまう子供が出てしまうのではないか」と話す。
　ホワイトリボンの共同代表の一人で、署名活動の賛同者でもある、遠藤まめたさん（２７）は「教科書上ではＬＧＢＴはいないとされているため、自分を否定されているように思う当事者は多い。ＬＧＢＴは存在するし、存在しないという書き方は、科学的にも不正確」と話す。今後は、シンポジウムなども行い、情報発信をしていく予定だ。

　署名活動のサイトは（ｈｔｔｐ：／／ｃｈｎ．ｇｅ／１ｕ５Ｃ１ＫＸ）。

http://www.sankei.com/premium/news/141212/prm1412120009-n1.html
・ＪＫビジネス、１８歳でも補導　来年１月から・警視庁(12月18日)

　女子高生が客に簡単なマッサージをする「ＪＫ（女子高生）リフレ」や一緒に散歩する「ＪＫお散歩」などの取り締りを強化するため、警視庁は１８日、１８歳未満に限っていた「ＪＫビジネス」の補導対象に１８～１９歳の高校生も追加し、管内の警察署に通達した。来年１月から運用を始める。

　少年育成課によると、昨年３月以降、同課は１８歳未満の雇用を取り締まる労働基準法に準拠して、ＪＫビジネスに関わる１８歳未満の少女らを補導。昨年１２月時点で東京・秋葉原に１３８店あったＪＫビジネス店は今月には４２店に減少した。

　しかし、最近は補導対象外の１８歳の高校３年生を雇うケースが目立ち、同地区では１１月には５人だったのが１２月には３８人が働いているのが確認されたという。

　同課は、ＪＫビジネスが未成年者を対象にした性犯罪の温床になっているとみて、警戒を強めている。

http://www.sankei.com/affairs/news/141218/afr1412180014-n1.html
・障害持つ児童への体罰　把握しきれず　支援学級の内訳調査なし（12月24日）

　学校現場での体罰をめぐっては、大阪市立桜宮高校での体罰事件を契機として、全国の小中高校で実態の把握が進んだ経緯がある。文科省によると、平成２４年度に体罰を受けた児童や生徒は約４７００人。うち特別支援学校では３９人だったが、校内に設置された特別支援学級の件数は内訳調査がなされていないため、障害を持つ児童への体罰の全容は把握しきれていないのが実情だ。

　文科省の調査では、全国の公立小中学生のうち６・５％に、学習面や行動面に著しい困難を示す発達障害の可能性があることが判明している。４０人学級で２、３人の割合で、過去にも体罰が相次いでいた。

　北九州市立中の特別支援学級では今年７月、男性教諭が知的障害のある男子生徒を平手でたたき停職処分となった。２４年には群馬県高崎市の特別支援学校で、男性教諭らが脳性まひのため会話が困難な男子生徒をトランポリンへほうり投げ、あごを外させるけがを負わせている。２２年にも、奈良市立小の特別支援学級で、男性教諭が発達障害のある男児の顔をたたくなどの暴力を振るい、暴行容疑で書類送検された。

こうした体罰問題が繰り返される背景について、新潟大学の長沢正樹教授（特別支援教育）は「現行制度では、特別支援学級の担当教員に、特殊な免許は求められていない。そのため、障害のある子供を教育するために必要な専門知識がないまま、不適切な指導を行う教員が存在していることは事実だ」と話す。
　文科省によると、特別支援教育が必要な子供の情報を校内で共有するため「校内委員会」と呼ばれる組織が、全国のほぼ全ての公立小中学校に設けられている。しかし長沢教授は「形式的な組織にとどまり、特別支援教育に必要な情報が校内で共有されていない実情がある」と指摘する。

　再発防止に向けては、「教員が単独で特別支援学級を担当するのではなく、専門知識のある別の教員や医療機関など協力を得て、外部に開かれた学校現場をつくることが必要だ」と話している。

http://www.sankei.com/life/news/141224/lif1412240028-n1.html
・神戸女児殺害事件　「安心して子供を外に出せない」地域に刻まれた「悲劇」の爪痕（12月27日）
　「先生、手をつなごう」。１２月中旬。授業を終えた神戸市立名倉小学校（長田区）の児童たちが、緑色のベストを着た教職員に付き添われ、足早に家路についていた。同小１年の女児＝当時（６）＝が放課後に行方不明になった９月１１日の翌日から続く一斉下校の光景だ。

　行方不明から１２日後の２３日。家族の願いもむなしく、同区長田天神町の草むらで、ポリ袋に小分けにされた女児の切断遺体が見つかった。残忍な凶行に衝撃が広がったのもつかの間、事件は急展開をみせた。兵庫県警は翌２４日、死体遺棄容疑で、現場近くに住む無職、君野康弘容疑者（４８）を逮捕したのだ。

　近所で酒に酔って激高するなど奇行が目立っていた君野容疑者は軽い知的障害があるとされ、県警の取り調べに黙秘した。しかし、ポリ袋から君野容疑者のＤＮＡ型が検出されたたばこの吸い殻や診察券が見つかり、自宅の捜索では女児が所持していたリュックサックに加え、浴室から女児の血痕や刃先の先端が欠けた包丁も発見された。

　物証に追い詰められたのか。１０月１４日に殺人容疑で再逮捕された後も黙秘を貫いていたが、一転して２０日から関与を認めた。「ひもで首を絞めて殺害した」と供述。女児とは初対面で、「絵のモデルになってくれないか」と声をかけて自宅に誘ったという。現在、事件当時の責任能力を調べるため鑑定留置中だ。

　子供を狙った誘拐や殺人は絶えない。事件のたびに子供の安全確保に向けた取り組みが地域で強化されてきた。特に今回の現場は、連続児童殺傷事件（平成９年）が起きた須磨区に隣接し、通学路などの見守り活動が続けられる中で悲劇が繰り返された。

どうやって子供を守ればいいのか。手探りの活動が続く。一斉下校もその一つだ。同校では事件前、児童を個別に帰宅させていた。今は教職員が校区内を６つの方向に分かれて引率し、自宅近くまで送り届ける。
　「とにかく子供を１人にしないことが大切。１人になりやすい放課後に、不審者が近づけないようにするには一斉下校しかない」と平井正裕校長。下校中、近くを通る人たち、そして取材する記者にも、教職員が「こんにちは」とにこやかに声をかける。不審者対策の一環なのだろう。笑顔の裏に「緊張」ものぞく。

　校門には朝から夕まで警備員３人が常駐する。女児の月命日の１１日を「安全デー」と名付け、教職員とＰＴＡの計約４０人が放課後の見回りをしている。

　事件から約３カ月。女児が生前遊んだ公園には子供たちの姿が戻ってきた。だが遅くなると、見回りの教職員が帰宅を促す光景も。「安心して子供を外に出せなくなった」。同校３年の娘の母親（３８）は打ち明けた。

　いまなおぬぐえない不安感。事件が地域に刻みつけた爪痕はあまりに深い。（前川康二）

◇

　残忍、騒然、不信…。さまざまな出来事が相次いだ平成２６年。ニュースの“記憶”を宿す師走の現場を再び歩いた。

http://www.sankei.com/west/news/141227/wst1412270027-n1.html
・おたくのお子さんは大丈夫？　高校生９割超がスマホ所持　トラブル起きても「相談しない」小学生７割　大阪府の実態調査で判明（12月28日）
　子供のスマートフォン（スマホ）利用について、大阪府が小中高生約１万５千人にアンケートしたところ、高校生の９割超がスマホを所持し、２割がインターネットで知り合った人と実際に会った－と回答。トラブルが起きても７割の小学生が「誰にも相談しない」と答えるなど、深刻な実態が浮かび上がった。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」や交流サイト（ＳＮＳ）を通じて子供たちが犯罪に巻き込まれるケースが多発しており、専門家は「子供の生活にスマホが深くかかわっていることを把握し、家庭でもルールづくりを」と訴える。

　「３時間利用」５割超
　府は９～１０月、府内の小４～高３の計１万５２８５人にスマホ利用に関するアンケートを実施した。

　調査によると、スマホ所持率は、小学生２０・８％▽中学生５７・２％▽高校生９３・０％。昨年６～７月に府警と合同で行った調査（小中高生約７５００人対象）の、小学６年生１５・５％▽中学１年生３３・３％▽高校１年生８１・２％－と比較して、急速にスマホが普及していることが分かった。

「平日３時間以上利用する」と答えたのは、従来型携帯電話（ガラケー）所持者１２・３％▽スマホ所持者５３・９％－で、特にスマホへの依存度の高さがうかがえる。「深夜０時より遅く寝る」と答えたのは、携帯電話不所持者２０・９％▽ガラケー所持者３０・９％▽スマホ所持者６５・５％－の順で増加。スマホ所持者が遅く寝る理由は「ＬＩＮＥの通知音が気になる」「ゲームにはまる」などだった。
　一方、「勉強に自信がある」と答えたのは、携帯電話不所持者４５・７％▽ガラケー所持者３９・７％▽スマホ所持者１９・１％－の順に減少。その理由として「スマホやガラケーの利用時間に比例して勉強時間が短くなる」などが挙がった。

　「実際に会った」２割
　「インターネット上で知り合った人と実際に会ったことがある」と答えたのは、小学生３・３％▽中学生９・１％▽高校生２３・８％－で、「会うことに不安はなかった」と答えたのは、小学生９０・３％▽中学生８８・５％▽高校生８３・０％。そのうち、「交際した」と答えた高校生は８・７％いた。

一方、「トラブルが起きた際に誰に相談するか」との質問には、小中高とも「誰にも相談しない」と答えた割合が最も大きく、中でも小学生は６９・４％にのぼった。また高校生で「親」との回答は７・６％、「先生」との回答も２・６％と少なかった。
　「対策ＤＶＤ」を配布
　調査結果を受け、府はスマホトラブルなどからの回避方法を解説するＤＶＤを全国で初めて作成。授業などでの活用を想定、府内すべての幼稚園や小中高校などに年明けから配布する。

　子供のスマホ問題に詳しい兵庫県立大の竹内和雄准教授（生徒指導論）は「子供の生活にスマホが深く関わっていることがよく分かる。学校での情報リテラシー（情報を判断する能力）教育を充実させるとともに、家庭で子供と一緒にスマホ利用のルールを作ることが重要だ」としている。

http://www.sankei.com/west/news/141228/wst1412280057-n1.html
・試験養育中も育休取得へ　三重県が特別養子縁組で全国初（12月31日）
三重県は県職員が６歳未満の子供と特別養子縁組する際の試験養育期間中に育児休業を取得することが県人事委員会に承認されたと発表した。職員と公立学校教職員が対象。県によると全国の都道府県で初めてという。来年２月から実施する。

　特別養子縁組は原則６歳未満の子どもと養父母を縁組する制度。法律上の「親子」となるまでに、６カ月以上の試験養育期間が必要で家庭裁判所が子どもの利益につながると判断すれば認められる。それまで子供は法律上「同居人」として扱われる。だが、地方公務員の育児休暇取得は、平成４年の自治省通知で法律上の子供に限定。厚生労働省も従来の施設偏重の擁護を脱却するため、活用を進めているが、民法で６カ月以上と定められている試験養育期間中は育休の対象になっていなかった。今回の承認は地方公務員法の職務専念義務規定を、県が人事委員会制度を活用して特例的に免除することで道を広げた格好となる。鈴木英敬知事は「親子関係の形成に必要な時間は、子どもの出自と関係ない。一つの先進モデルになってほしい」と話した。

　司法統計によると、全国で昨年度に成立した特別養子縁組は５９３件。愛知教育大教職大学院の萬屋育子特任教授は「仕事と両立しながら子供を迎えたいと思っている人たちにとって朗報だ」と話している。

http://www.sankei.com/region/news/141231/rgn1412310005-n1.html
＊読売新聞

・佐世保高１殺害　児相対応に「パワハラ影響」(12月1日)
　佐世保市の高１女子生徒殺害事件で、児童相談所（児相）の対応について検証する有識者の検討会の会合が３０日、開かれた。事件を巡る児相の対応と、児相の男性幹部職員が部下にパワハラをしていたことの関連性について、検討会の伊東浩子委員長は「何らかの影響があった可能性が高いというのが委員の共通認識」と明らかにした。

　会合は非公開で行われ、終了後の記者会見で伊東委員長が説明した。

　県が１０月に公表した内部検証報告書では、児相の対応とパワハラの関連性について、「影響は考えられない」と否定していた。会見に同席した県福祉保健部の伊東博隆部長は「（検討会での）議論は、最終的な報告書に盛り込むことになると思う」とし、委員の指摘については「しっかりと受け止める必要がある」と述べた。

　パワハラを巡っては、県こども家庭課が１０月下旬に児相職員１５人に聞き取り調査を実施。その結果、この男性幹部職員が医療機関や市町などからの連絡や通報に関し、「どうして相談を受けるのか。押し返せ」などと日常的に発言していたことが分かった。

http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/local/nagasaki/20141201-OYS1T50040.html
・危険だよ「ＪＫビジネス」　少女らの補導開始（12月2日）
　女子高校生（略称・ＪＫ）がマッサージやデートなどの接客サービスをする「ＪＫビジネス」について、県警は１日から関わった少女らの補導を始めた。これを受け、ＪＲ名古屋駅前では警察官やご当地アイドルグループ「ｄｅｌａ（デラ）」のメンバーら約３０人が参加し、高校生らにＪＫビジネスの危険性を訴える啓発活動を行った。

　ＪＫビジネスは、個室で少女が添い寝やマッサージなどをする「ＪＫリフレ」や、散歩と称して男性とデートする「ＪＫお散歩」など性を売り物にした営業形態。県警によると、県内に７７店舗あり、児童買春など性犯罪の温床とされる。

　警察官らは「ＪＫビジネスで働くことは補導の対象です」などと書かれたチラシ約３００枚を配った。

　県警少年課の横山茂・少年サポートセンター長は「補導を通じてＪＫビジネスの実態を把握するとともに、性犯罪の被害に遭う危険性があることを高校生に十分認識してもらいたい」と話していた。

http://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20141201-OYTNT50128.html
・体罰教師の処分を厳格化…判断基準に生徒側の非（12月9日）
　大阪市教育委員会は９日の教育委員会議で、生徒に体罰や暴力行為をした教師らに対する処分規定を改定した。生徒に非がないのに暴力をふるった場合、処分を重くする。市立桜宮高校で教師から体罰を受けた男子生徒が自殺してから、間もなく２年を迎えるのを前に、改めて教育現場に暴力禁止を意識付ける。

　市教委によると、これまでは処分について、▽傷害の有無や程度▽体罰や暴力行為の回数▽被害生徒の数――を判断基準としていた。

　新たな規定では、生徒側に違法行為などの「落ち度」があったかどうかを判断基準に加え、生徒に非がある場合は、これまで通り「校長指導」から「減給１か月」までの５段階で対応。

　一方、「部活動で指示通りにプレーができない」「問題を解くことができない」など、生徒に非がない場合は、「戒告」から「停職１か月」までの５段階に処分レベルを引き上げる。

　この処分規定を一般に公開することも決定。市教委幹部は「体罰を肯定的にとらえる風潮がなお一部の現場に残っており、改めて自覚を促したい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20141209-OYO1T50040.html
・小１「３５人学級」維持へ…財務省４０人案撤回（12月13日）
　政府は、公立小学校１年生の３５人学級を維持する方針を固めた。

　財務省が２０１５年度予算編成にあたり、４０人学級に戻してクラス数を減らすことを文部科学省に求めていたが、教育関係者などの反発を受けて撤回する方向だ。

　３５人学級は１１年度に導入された。１クラスの児童の上限を４０人から３５人に減らした。教師の目を届きやすくし、入学後の環境の変化に適応できずに問題行動を起こす「小１プロブレム」を防ぐのが狙いだった。

　しかし、財務省は「３５人学級が問題行動の防止につながったとはいえない」と判断し、義務教育標準法を改正して４０人学級に戻すことを主張。教職員を約４０００人減らして義務教育費の国庫負担を約９０億円圧縮し、その財源を幼児教育の無償化に充てる考えだった。だが、文科省や教育界から撤回を求める声が相次いでいた。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141213-OYT1T50012.html
・ネット利用「子供が加害者にも」(12月17日)（長野県）
県教委などは１６日、インターネットの利用によるトラブルから子供を守ろうと、家庭でのルールづくりを促す共同メッセージを発表した。ネット利用の約束ごとが家庭内にあるかどうかを巡り、親子間で認識の違いが大きいため、昨年１２月に出した共同メッセージよりも踏み込み、「子供が加害者になる可能性もある」と強く警鐘を鳴らしている。

今回の共同メッセージは、個人情報の流出や肖像権の侵害などを防ぎ、他人を中傷する書き込みをしないことなどを、各家庭でルール化するよう求めている。３種類あり、中高生と保護者向けには、加害者になるかもしれないと注意喚起。小学生には、他人への思いやりを忘れないように呼びかけた。文書にまとめ、学校を通して配布する。

　県教委が今年７月、県内の公立学校３０校の生徒と保護者を対象に行ったアンケートによると、ネットを１日４時間以上使うと答えた中学生は１１％、高校生は２３％だった。一方、子供がそれほどの時間を費やしていると答えた保護者は中学生で２％、高校生で７％とわずか。相当数の親たちが利用実態を知らないことがうかがえた。

　また、ネット利用についての約束ごとがあるかとの質問に対しても、中学生は３０％、高校生は４３％が「特にない」と回答。ところが、そう答えた保護者は中学生で８％、高校生で１８％だけで、親が「約束した」と思っていても、無意味になっているケースが少なくないようだ。

　伊藤学司・県教育長は「子供と保護者の間の認識の差異は、今後も広がる恐れがある。実態を直視したうえで、各家庭でルールづくりをしてほしい」と話している。

http://www.yomiuri.co.jp/local/nagano/news/20141216-OYTNT50260.html
・小学生女子２グループ、競うようにいじめ…大阪（12月26日）
　大阪府守口市の市立小学校で、昨年から今年にかけて、女児（現在５年生）に対し、同級生の女子らが給食に異物を混入するなどのいじめを繰り返していたことが市教委の調査で分かった。

　女児は転校した。市教委によると、男児二十数人も同様の被害を受けていたといい、学校は２５日、同学年の児童全員を対象に健康被害調査を始めた。

　市教委によると、学校は昨年５月、４年生女児の保護者から「いじめの疑いがある」との訴えを受けた。この時は実態が分からず経緯を見守ったが、同１０月に再び訴えを受けた学校が聞き取り調査を実施。同級生の女子６人が、女児に悪口を言うなどしていたことを認め、保護者とともに女児側に謝罪した。

　しかし、５年生に進級後の今春、女児側からの訴えで学校は調査を再開。加害グループが女児の靴の中に画びょうを入れたり、給食に髪の毛を入れたりしたことを認め、別の５年生女子グループ（６人）も女児をいじめていたことが分かった。女児は１か月間、不登校になり、一時復帰したが、結局、転校した。

　さらに、この二つの女子グループが、同級生の男児二十数人にも給食に異物を混入する行為を繰り返していたことも判明した。何を混入させたかは特定できないが、学校の調査に対し、両グループの女子らは「鉛筆の芯などを入れた」と混入を認めているという。

　一連の経緯について、学校はこれまで複数回、５年生や全校の保護者らを対象に説明会を実施。保護者からは「子供が給食を食べてEQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ Ｐゴシック" \* hps16 \o\ad(\s\up 11(おうと),嘔吐)した」との声も上がっており、学校は２５日から、５年生全員を対象に健康被害がないか調査を始めた。

　読売新聞の取材に対し、市教委学校教育課の担当者は「長い間、女児につらい思いをさせて申し訳ない。二つの女子グループは競い合うようにいじめをエスカレートさせていったようだ。早急に指導し、学校を立て直したい」としている。

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141226-OYT1T50039.html?from=tw
＊日本経済新聞
・いじめや体罰、無料の電話相談　弁護士が対応（12月11日）
　いじめや体罰、不登校など学校生活に関する問題の解決に取り組む「学校事件・事故被害者全国弁護団」が13日、東京、愛知、大阪、福岡など16都道府県で無料の一斉電話相談を受ける。

　弁護団は昨年11月に結成し、24都道府県の弁護士73人が参加している。体育や部活中のけが、学校の施設・設備に起因する事故などの相談にも応じる。

　杉浦ひとみ事務局長（東京弁護士会）は「学校は本来、子供が学び育っていく場であり、事故は起きてはならない。だから逆に事故が隠され、被害者の訴えが握りつぶされるケースも少なくない。弁護士が協力することで適切な解決を目指したい」と話している。

　内容に応じてふさわしい弁護士を紹介したり、専門の研究者とも連携したりしていくという。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG11H45_R11C14A2CR0000/
・にぎやか、少数精鋭…１クラス何人がいい？（12月11日）
　公立小学校の１年生で導入されている「３５人学級」を財務省が４０人学級に戻すべきと言い始め、議論が巻き起こっています。クラスの規模を大きくすることで、先生の数を減らせるというのがその主張ですが、文部科学省は「きめ細やかな指導ができなくなる」と反発しているそうで……。

　確かにクラスは人数が少ない方がアットホームで、先生にもしっかり勉強を見てもらえるかも。でも、クラスメートは多い方が学校行事は盛り上がりそうでもある。

　そもそも、学校に通う１０代はどう思っているのか？　読売中高生新聞は紙面と連動する専用アプリ「Ｙｔｅｅｎ」でリサーチしてみました。

　１クラスって何人ぐらいがいい？

欲張りな結果？…「３０人」が圧倒
	Ａ：とにかくにぎやか４０人・・・・２６％ 

	Ｂ：すこし少なめ３０人・・・・・・５１％ 

	Ｃ：もっと減らせよ少数精鋭・・・・１３％ 

	Ｄ：クラスにかわる新しい制度を・・　９％ 


　結果は「３０人クラス」が過半数を獲得する圧勝。きめ細やかな指導も学校行事の盛り上がりも両方、追い求めたい、というある意味、欲張りな結果に。

騒げるけど度が過ぎない…「３０人」派
　３０人クラスを求める中で意外と多かったのは、人数が多すぎると、クラスの統制がとれなくなるという意見。

	▼人数が多いと、真面目にやりたくても周りがうるさくて、勉強出来ない人も出て来ちゃうと思う。（東京都・中３女） 


	▼多すぎると大勢の中の一人だから自分くらい…といったような人が出てくることが多いのが問題。（山形県・高３女） 


	▼多すぎず…少なすぎず…これなら、騒げるけれど、度がすぎないので、いいと思う！（東京都・中３女） 


あまり当てられたくない…「４０人」派
　２位の４０人派では「わいわいがやがや」を求める意見が多かった一方、妙な説得力を持つ意見も。

	▽授業で先生にあんまり当てられたくはないですからねえ。　（東京都・高３男） 


	▽クラスを減らし、その分のお金をつかって素敵な先生を増やすことを期待します。（東京都・中１男） 


発言、質問しやすい…「少数精鋭」派
　さらに人数を減らす「少数精鋭」派が重視するのは学力向上とクラスの結束だ。

	★いっぱい質問や意見が言えます。私の学校の数学の時間は少数で、すごく質問しやすいですね！（大阪府・中３女） 


	★少ない方が質問や発言しやすい。誰でも気軽に発言できていい気がする。（神奈川県・中３男） 


	★私の通っていた学校では１学年は１４人でした。でも、それ位の方が逆に仲良くなりやすく、お互いを名前で呼び合うような関係ができる。（東京都・中３男） 


完全習熟度別がいい…「新制度」派
　「クラスにかわる新制度」を求めた１０代からは、高い問題意識がうかがえた。

	☆学力差がある以上、完全習熟度別がいいはず。低いレベルに合わせられると授業が無意味になってしまう。（千葉県・高２男） 


	☆確実にやらなきゃいけない教科は強制選択で、他は好きに選んでいいと思う！　趣味の合わない友達といるより、趣味の合う友達といたほうがたのしいし！　（茨城県・中１女） 


　学校生活の行方を大きく左右するクラス制度。今回の意見の中には見られませんでしたが、学校やクラスでいじめにどう対処するか、も大きな課題となっています。

　中高生新聞では今後も、学校のあり方について、リサーチを続けていきます。◇
http://www.yomiuri.co.jp/teen/labo/ketsuron/20141210-OYT8T50146.html
・子供の貧困に政策追いつかず　衆院選、親ら支援充実求める（12月12日）
　今年７月、「６人に１人の子供が貧困に陥っている」とのデータが公表され貧困対策の必要性がクローズアップされた。終盤に入った衆院選では多くの政党が子育て家庭の支援策を公約に掲げており、母子家庭など厳しい環境で暮らす親子や支援団体などは「実効性のある施策を」と強く願っている。

　「お母さんがしんどそうだから」。近畿地方の自治体に住む小学６年の女子児童（12）は学校が終わると近くの支援施設に顔を出す。母子家庭で母親が病気で働けず、生活保護を受給しており、この施設で夕食の提供を受けることも多い。

　来春に中学進学を控えるが、用具などにお金がかかるため部活動の参加は諦めている。施設の担当者は「本当はみんなと同じように部活を楽しみたいはず。他の家庭の子にとって当たり前の環境が貧困家庭の子供には与えられない」と話す。

　厚生労働省が今年７月にまとめた2012年の国民生活基礎調査で、世帯所得が中央値の半分を下回る額で暮らす18歳未満の子供の割合を示す「子供の貧困率」が16.3％に達した。09年の前回調査より0.6ポイント悪化し過去最悪を更新した。

　厳しい環境下で子供を育てる親は悩んでいる。未婚で長女を妊娠、父親に当たる男性から暴力を振るわれ別れた兵庫県川西市の女性（36）は「週４日は非常勤の事務職、残りの１日は飲食店で働くが月収は約15万円。家計は常に苦しい」。中学２年の長女（14）は来年、受験生になる。無理をして塾に通わせ始めたが、毎月約３万円の月謝が家計を圧迫する。

　女性は「娘には申し訳ないが大学に行かせるのは金銭的に難しい。塾にもいつまで通わせられるか……」と話す。「無償の学習支援などを拡充してほしい」と切望する。

　安倍政権は今年８月、貧困家庭の子供の支援策をまとめた「子供の貧困対策大綱」を閣議決定。「貧困の世代間連鎖を断ち切る」として、ひとり親家庭の支援などを盛り込んだ。野党も今回の衆院選で、高校無償化制度の確立など、親の収入にかかわらずに子供が学べる環境づくりを訴える。

　支援の現場からはきめ細かな対応を求める声が上がる。ひとり親家庭の子供の学習を支援するＮＰＯ法人「キッズドア」（東京・中央）の渡辺由美子理事長（50）は「行政の窓口は教育、福祉など分野ごとに縦割り。ワンストップで受け付ける窓口を置くなど支援体制を整えて」と求める。

　生活支援などを行うＮＰＯ法人「山科醍醐こどものひろば」（京都市）の村井琢哉理事長（33）は「無理をして体調を崩し、一段と貧困に陥る人も少なくない」と指摘。「早め早めの支援が自立につながる。政治家は現状に根差した対策のアイデアを競い、実現につなげてほしい」と話した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC08H3G_R11C14A2AC8000/
・家事の手伝い、まずは父親から　子どもに影響（12月12日）
　お父さんがよく家事をやれば、子供がお手伝いをするようになる。厚生労働省が12日までに公表した「21世紀出生児縦断調査」から、こんな傾向が浮かんだ。調査担当者は「父親の姿を見ることで、子供が自発的に動くようになるのではないか」と分析。まずは父親が家事に参加することが大切なようだ。

　調査は2001年に生まれた子供の成長や子育ての状況を継続して観察するのが目的。12回目の今回は昨年実施し、小学６年となった子供約３万２千人とその保護者が回答した。

　結果によると、父親が家事を「よくする」と回答した家庭は13.2％。「ときどきする」は46.4％、「ほとんどしない・まったくしない」は39.7％で、父親のほぼ６割が何らかの家事をしていることが分かった。

　「よくする」とした家庭の子供のうち、85.5％が家事を手伝うと回答した。一方で「ほとんどしない・まったくしない」とした家庭の子供は76.8％で、8.7ポイントの差があった。

　父親の状況にかかわらず、料理やごみ出しなどを手伝っている子供は全体の80.9％。男女別では男児が79.3％、女児は82.7％だった。

　仕事をしている母親の割合は出産半年後の25.2％から年々増加。子供が５歳半時点で50％以上、小学５年時点で70％を超えた。小学６年時点では73.7％の母親が働き、このうちパート・アルバイトが45.0％を占め、フルタイムは20.8％、自営などは7.9％だった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG12H0K_S4A211C1CR0000/
・中高生、勉強にもスマホ活用　民間調査（12月13日）
　勉強が分からないときも、友達にスマホで質問――。ベネッセ教育総合研究所（東京）が13日までに、中高生のＩＴ（情報技術）活用に関する調査結果をまとめたところ、日常的にインターネットを活用している高校生は９割以上、中学生も８割以上に上ることが分かった。

　スマートフォンで音楽を聴きながら勉強したり、辞書を活用したりする中高生も多く、同研究所は「普段の学習にネットやスマホを取り入れることが定着し、上手に使っている傾向がある」と分析している。

　調査は２～３月、全国の高校生6265人と中学生3203人を対象に、学校を通じて行った。

　結果によると、普段からネットやメールを使うと回答したのは、高校生96.9％、中学生87.3％。このうち、週に１回以上メールやツイッター、無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」などを利用するのは、高校生の92.1％、中学生の64.8％だった。

　学習中のネットやメールの活用方法を聞いたところ、「辞書を使う」が最多で、高校生で48.3％、中学生で45.6％を占めた。高校生は「友達に分からないところを質問する」とした回答も48.3％だった。

　自宅で勉強をしながらすることについては、「携帯音楽プレーヤーやスマホで音楽を聴きながら」が高校生で69.2％、中学生で53.5％で、ともに最多。ほかに高校生は「メールやチャット（ＬＩＮＥなど）を書きながら」が37.5％、中学生は「テレビを見ながら、聞きながら」が43.8％だった。

　自由記述では、スマホや携帯電話を「体の一部」と答えた中高生がいた一方で、「なくても困らない」とする回答もあった。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H0H_T11C14A2000000/
・心のケア　ともに歩む（12月19日）
見つめ直す 阪神大震災20年　第２部　復興(中)
フォームの終わり

　冬の足音が近づくと心が落ち着かなくなる。阪神大震災で妻（当時47）を亡くした神戸市東灘区の中島喜一さん（67）。「妻を助けられなかった」「娘の苦しみを理解できなかった」。約20年経ても自分を責めてしまう。

　車での通勤中を襲った揺れ。自宅で妻はがれきの下敷きとなり、当時中学生の次女（35）は７時間も生き埋めに。救出後も無意識に皿を割るなど精神状態の不安定さが続き、中島さんも難聴や目まいに悩んだ。

　医師ら専門家には相談しづらく、独学で数十冊の本を読み、自身と次女のケアを模索。ここ数年はＮＰＯで障害児を世話できるまでになったが、趣味だった魚釣りには足が向かない。「あの日」が迫ると次女もふさぎ込む。中島さんは「気兼ねなく相談できる場があれば、違った今があったかも」と思う。

　震災まで広くは知られていなかった心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）。遺児らを診てきた児童青年精神科の清水将之医師（80）は「震災を機に被災者の心のケアは社会の責務との考え方が根付いた」と話す。

　以後の災害では発生直後から精神科医らが現地に入った。東日本大震災を機に精神科医らで構成する災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）も15以上の自治体でつくられ、今夏の広島市の大規模土砂災害で始動。2004年に兵庫県が開設した「こころのケアセンター」をモデルとした施設は中越地震の新潟県や、福島、宮城両県に置かれた。

　ただ心の傷に即効性のある処方箋はなく、それぞれの事情に沿った息の長い支えが欠かせない。

　「昔に戻らないか不安はある」。神戸市長田区の清瀬憲一さん（67）は８年前の精神科への入院を機に飲酒をやめたが、今もアルコール依存症の人が集う断酒会に通う。

　蓄えをつぎ込んだコンビニ店の開業直前に被災し、店は全壊。その後勤めた会社も倒産し、酒に溺れた。離婚、ホームレス生活……。酒浸りで苦しんだ日々を繰り返さないためには「仲間との語らいが必要」と感じる。

　家族や仕事を失った中高年にはつらい現実から逃避しようとしてアルコール依存症に陥る例も多く、今も苦しむ人はいる。神戸市断酒会の芦谷真隆会長（65）は「励まし合う場がある安心感こそが救いになる」と話す。

　兵庫県精神保健福祉センターの藤田昌子所長補佐が東北で繰り返し伝えることがある。「心のケアを医療や施設任せにしてはならない」。住まい、地域のつながり、雇用――。「社会で生活の土台を一つずつ築いていかなければ傷は癒えない」

◇

■行政の認定難しく
　兵庫県と神戸市は2010年、阪神大震災で心身に後遺症を負った人の大規模な調査を初めて実施。障害者手帳の申請書類などから「震災障害者」を計349人と認定した。うち身体障害者は328人、精神・知的障害者は21人。心の傷と震災との因果関係の確認は難しく、精神・知的障害者では153人の申請書類などに「震災」と記載があったが、認定は１割強にとどまる。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81101230Z11C14A2I00000/
・特別支援学級で体罰　茨城の小学校、教諭が児童に口止め（12月24日）
フォームの終わり

　茨城県高萩市立小学校の特別支援学級で、担任の40代の女性教諭が軽度の発達障害がある高学年の男子児童に体罰を繰り返していたことが24日、同市教育委員会への取材で分かった。教諭が児童に口止めしていた経緯もあり、市教委が詳しく調べている。

　市教委によると、教諭は児童が１年生のころから、指導の中で手をたたいたり髪の毛を引っ張ったりしていた。

　児童が登校を嫌がりはじめ、保護者が今年６月、県教委の専用窓口に「学級で体罰がある」と匿名で調査を依頼。学校側が教諭らに調査依頼のことを伝えると、教諭は男子児童に「学校への文句を親に言ってはいけない」などと口止めしたとされる。

　その後、市教委が学校側に事実関係を確認すると「体罰ではない」との説明があった。これを知った保護者が抗議。学校側は12月上旬、体罰を認め、保護者に謝罪した市教委は「学校に調査を任せきりにしたことが悪かった」と釈明している。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO81252920U4A221C1000000/
・母・祖母殺害の疑い、高２女子を家裁送致 （12月26日）
フォームの終わり

　北海道南幌町の自宅で祖母と母親を殺害したとして10月に逮捕された高校２年の女子生徒（17）について、札幌地検は25日、殺人容疑で札幌家裁に送致した。地検は生徒を10月20日から今月24日まで鑑定留置し、責任能力に問題がないことも確認したという。

　家裁は２週間の観護措置を決定。家庭環境などの調査を踏まえ、生徒を少年院送致などの保護処分にするか、成人と同様に起訴を経て、刑事罰を科すため検察官送致（逆送）するかを決める。殺人罪で起訴されれば裁判員裁判で審理される。

　生徒の送致容疑は10月１日午前０時半ごろ、寝ていた祖母（当時71）と母親（当時47）の首などを包丁で突き刺すなどして殺害した疑い。

　一方、生徒の同級生や保護者らでつくる「地域住民の会」は生徒の社会復帰に向け、公開法廷で裁判が行われないよう求める１万534筆の署名を地検に提出した。今後家裁にも提出する。

　同会代表の女性（41）によると、11月中旬に会った生徒の姉（23）は、生徒が幼いころから祖母から殴る蹴るなどの虐待を受けていたと明かし、「姉妹で何とかできると思い、大人を頼ろうとしなかった」と話した。

　母親は生徒を守らず、暴行に加わることもあったという。2004年2月には児童相談所が生徒を一時保護したが、姉によると、その後も暴力は続いた。

　姉は祖母に家の「跡取り」とみなされて暴行は受けなかったが、生徒への虐待を見るのがつらかったという。姉は夏ごろ祖母ともめてから痩せ細り、吐き気や耳鳴りに悩まされた。女性は「（生徒は）苦しむ姉の姿を見て、追い詰められていたのでは」と話した。〔共同〕

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG25HBP_V21C14A2000000/
・赤ちゃんの脳　発達にはスピーカー音より語りかけ （12月28日）

　赤ちゃんの脳は驚異的な学習能力をもち、生後１年間で劇的な成長を遂げることがわかっている。その発達に必要なのは何か、最新研究からその答えを探る。

　「言語の習得は一定の順序に従って進むと、長年考えられてきました。まず音を聞きとれるようになり、次に単語の意味を理解し、さらに複数の単語の連なりがわかるといったように」と語るのは、フランス・パリ第５大学の認知神経科学者ジュディット・ゲルバイン。「しかし最近の実験で、最初からほぼすべての機能が同時進行で発達することがわかってきました。赤ちゃんは生まれた直後から文法の規則を習得し始めるのです」

　これを裏づける結果が、ドイツのマックス・プランク認知脳科学研究所でも得られている。同研究所の神経心理学者アンゲラ・フリーデリチらは、生後４カ月のドイツ人の赤ちゃんに、「兄は歌えます」と「姉は歌っています」を意味するイタリア語の文を、文法的に間違った文を織り交ぜながら聞かせる実験を行った。

3人の子育てに奮闘中のシングルファーザー。地元の大学が実施する研修に参加し、子育てのコツと子どもの脳の発達を促す方法を学んでいる（Lynn Johnson／National Geographic）

　赤ちゃんの頭に小さな電極をつけてイタリア語の文を聞かせたときの脳の活動を調べたところ、何回か繰り返すうちに、文法的に間違った文には明らかに違った反応を示すようになった。「文の意味はわからなくても、文法的に正しいかどうかは判別できるようでした。この段階では、構文規則ではなく、音の並びの規則性で判断するのでしょう」とフリーデリチは語る。

　これまでの研究で、２歳半ぐらいの子どもは人形劇の人形が文法的に間違ったせりふを言うと誤りを訂正できることがわかっている。３歳までには、大半の子どもがかなりの数の文法の規則を習得しているようだ。この頃を境に語彙が急速に増え始める。

　子どもが言語を習得するまでの脳の発達過程はまだ完全には解明されていないが、確実に言えることがあると、フリーデリチは語る。「脳という『器』だけでは不十分で、情報のインプットが必要だということです」。

■所得と「語りかけ」とIQの関係
　20年ほど前、米国カンザス大学の児童心理学者たちがある研究を行った。低所得層から高所得層までを含む42の家庭を対象に、親子の会話のやりとりを録音し、子どもが生後９カ月から３歳に成長するまで追跡調査したのだ。

　その結果、驚くべきことがわかった。両親が大学教育を受け専門職に就いているような裕福な家庭では、子どもは１時間当たり平均2153語の語りかけを耳にしていたのに対し、生活保護を受けている家庭では平均616語と大差があった。低所得家庭の親は、子どもにかける言葉も「だめ」「下りなさい」など短い命令調のものが多く、生活に余裕のある家庭では、ある程度長い会話が交わされることが多かった。低所得家庭の子どもは、いわば言語発達のための「栄養」が不十分だということだ。

　さらに、親の語りかけの量が大きな違いを生むこともわかった。親との対話が多かった子どもは、３歳の時点でIQがより高く、9歳と10歳のときにも学校の成績が比較的良かった。

■テレビやスピーカーの「語りかけ」では効果なし
　子どもに多くの言葉を聞かせるだけで済むなら、話は簡単だと思うかもしれない。だがテレビやCD、インターネットやスマートフォンでいくら言葉を聞かせても、あまり効果は期待できないようだ。ワシントン大学の神経科学者パトリシア・クールらは、生後９カ月の赤ちゃんを対象とした調査で、このことを実証した。

　赤ちゃんは１歳までに母語の音声を聞き分けられるようになるが、これはなぜなのか。

　実は、赤ちゃんは生後数カ月まではどんな言語の音声も聞き分けられる。だが生後６～12カ月の間に母語を聞き分ける能力が発達する一方で、外国語の音声を聞き分ける能力が失われていく。たとえば、日本人の子どもなら、この時期に英語のLとRを区別できなくなる。

　クールたちは、英語を話す家庭の生後９カ月の赤ちゃんに中国語を聞かせる実験を行った。第一のグループでは中国語を母語とする保育士たちが遊び相手をし、本を読み聞かせた。二つめのグループには、同じ保育士たちが中国語を話す映像をビデオで見せた。三つめのグループには映像は見せず、録音した音声だけを聞かせた。

　すべてのグループに12回のセッションを受けさせた後、中国語の音声を聞き分けられるか、脳磁計を使ってテストしたところ、成績に大きな差がみられた。

　生身の触れ合いがあったグループは、中国語を母語とする人たちと同様に音声を聞き分けられた。ところが映像や音声だけで見聞きし、実際の触れ合いがなかった二つのグループは、中国語の音声をまったく判別できなかったのだ。

　「この発見で脳についての基本的な考え方が変わりました」とクールは語る。彼女はこの研究結果などを基に、ある仮説を提唱した。他者との関わりが、言語、認知、感情の発達の入り口となるという説だ。クールはこの考えを「人間関係の入り口（ソーシャルゲーティング）仮説」と名づけた。

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81249890U4A221C1000000/
・ＳＮＳは若者の安全弁、親はスマホでなく子供見よ （12月29日）
「つながりっぱなしの日常を生きる」著者ダナ・ボイド氏に聞く 
フェイスブックなどのソーシャルメディアが普及する中、特に10代の子供を持つ親は「ネットいじめに遭っていないか」「危ないサイトを見ているのではないか」など子供のネット利用に不安を抱きがちだ。米国の若者166人に聞き取り調査をし、こうした不安への回答を試みた「つながりっぱなしの日常を生きる」著者のダナ・ボイド氏にネット時代の若者との向き合い方を聞いた。

　ダナ・ボイド（Danah Boyd）氏　マイクロソフトリサーチ主席研究員、ニューヨーク大学客員研究員。カリフォルニア大学バークレー校で博士号取得。「つながりっぱなしの日常を生きる―ソーシャルメディアが若者にもたらしたもの」（野中モモ訳、草思社　原題"It's Complicated: the social lives of networked teens"）著者。

　――この本を書こうと思ったきっかけは。

　「私はネットと育ったティーン（10代の若者）の第１世代だ。インターネットは、小さな町に住んでいた私をもっと広い世界につないでくれる救いの主だった。当時は利用者が限られていたネットが一般的になり、どれだけ変わったのかを知りたいと考えた。当初は学術研究だったが、より多くの人に読んでもらう必要があると考えた」

■子供はソーシャルに可能性と機会を見いだす
　――大人と若者ではソーシャルメディアに対する見方がどう違いますか。

　「親はソーシャルメディアを恐れ、子供がそこで何を失うかを懸念している。子供はそこに可能性と機会を見ており、親の懸念が理解できない」

　「米社会はこの30年で大きく変わった。まだまだ安全な日本とは違い、米国では８歳の子供を１人で公園で遊ばせるのは違法だし、16歳でも１人で学校に通う子はまれだ。家から出してもらえない子供たちは、友達と会う方法をネットに見つけた」

　「親はネットで起こりうる恐ろしいことばかりを想像するが、子供の目的の中心はそこで友達とつるむこと。社会的なつながりと人間関係構築の場だ。ティーンにとってテクノロジーは『安全弁』であり、我々大人が取り上げてきた『はけ口』なのだ」

――日本ではソーシャルメディアを通じた援助交際やネットいじめを心配する親もいます。
　「ネットはそうした接触を容易にする一方で、それを追跡し、何が起きているかを発見することも可能にした。ネット上で助けを求めている子どもたちがたくさんいる。我々は背後にある社会の問題を直視せずに、テクノロジーを問題にしている。テクノロジーを非難するよりも、有効な手段として活用すべきだ」

　「子供は成長するにつれて、親に全てを話したがらなくなる。例えばフェイスブックで親とは『友達』になりたがらないだろう。そこで重要になるのが、例えば『いけてる』叔母さんや叔父さん、祖父母、部活のコーチなど、親以外で頼れる大人のネットワークだ。こうした大人たちがネット上で子供たちを見守る必要がある」

■家族全員のパスワードを貯金箱に入れよう
　「子供のネット上の行動を全て監視しようとすれば、信頼を失うことになりかねない。代わりに非常事態に備えて、親も含めた家族全員が自分のパスワードを紙に書き、割らなくては取り出せない貯金箱に入れておく方法を提案したい」

　――親はどうすべきでしょうか。

　「子供たちは次々と新しいツールを見つける。我々はようやくフェイスブックへの不安を克服したが、ティーンがいま夢中なのはインスタグラムなどの写真ソーシャルメディアだ。子供たちは親が使うソーシャルメディアはダサいと思っている。我々は追いつけないだろうが、それでいいのだ。答えは子供が使うテクノロジーを追いかけることではなく、家庭での会話にある」

　「子供のネット上の発言や行動を見ても、理解できるとは限らない。子供独自の『文脈』があるからだ。ネットで監視するよりも、実際の会話の方がずっと子供の内面を洞察できる」

　「親たちは子供を守るために公共生活から切り離そうとする。若者たちは公共生活に居場所を見つけようとし、新たなテクノロジーで自分たちの縄張りを張る。そこで親と子の摩擦が起き、信頼が失われ、バラバラな社会を生み出してしまう。親は公共生活から子供を守るのではなく、参加を助けるのが親としての責任だと思う」

　「問題をテクノロジーやメディアなどのせいにせず、子供に注意を向け、共に時間を過ごしてほしい。子供にスマホばかり見るなといいながら、自分は始終スマホの画面を見ているような偽善者になってはいけない。心配ばかりするのではなく、関与してほしい」

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81260550U4A221C1000000/

